
H士

蕃

の

長

安

侵

入

Jコ

し、

て

佐

藤

長

天
賓
十
四
載
(
七
五
五
)
に
起
っ
た
安
旅
山
の
飢
は
犬
唐
帝
閣
の
基
礎
を
根
底
か
ら
揺
が
し
、

新
し
い
枇
曾
へ
の
道
を
開
い
た
も
の
と
し
て
東

洋
史
上
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
混
乱
に
陥
っ
た
帝
岡
鰻
制
の
間
隙
に
乗
じ
、
西
北
方
面
の
諸
民
族
は
種
種
な

形
で
帝
園
の
周
法
に
活
動
し
、
後
の
寒
一
外
異
民
旅
後
展
の
先
駆
を
な
し
た
黙
に
つ
い
て
も
こ
の
飢
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
即
ち

乱
の
勃
脱
税
と
と
も
に
両
北
方
面
の
唐
の
諸
軍
隊
は
鎖
摩
の
た
め
に
中
原
方
面
へ
移
動
し
た
が
、
り
て
の
故
に
商
方
に
は
大
き
な
間
隙
が
生
じ
、
そ

の
間
隙
に
乗
じ
て
北
方
の
ク
イ
グ

Y
族
や
西
方
の
吐
蕃
は
一
段
と
従
来
に
ま
し
て
そ
の
勢
力
を
績
大
後
展
さ
せ
た
。

就
中
吐
蕃
は
以
前
か
ら
庇

の
謹
境
軍
除
と
は
激
烈
な
戦
闘
を
交
え
て
お
り
、
そ
の
勢
カ
懐
張
に
カ
宇
一
注
い
で
い
た
が
、

こ
の
飢
を
好
機
と
し
隙
右
、
河
両
方
一
向
を
手
中
に

牧
め
、
遂
に
康
徳
一
万
年
(
七
九
八
一
)
に
は
庇
の
首
都
長
安
に
伎
入
し
、
短
時
日
で
は
あ
る
が
飽
備
政
権
を
樹
立
し
た
。

異
民
検
が
首
郎
ま
で
佼
入

し
た
の
は
庄
一
代
を
通
じ
て
限
一
度
吐
蕃
の
場
会
が
あ
る
の
み
で
、
他
に
そ
の
例
を
見
な
い
。
営
然
こ
の
こ
と
は
蛍
時
の
人
心
に
非
常
な
衝
動

を
輿
え
、

い
ず
れ
の
史
書
に
も
そ
の
前
後
の
事
情
は
詳
細
に
記
遁
さ
れ
て
、
護
む
も
の
に
一
種
凄
府
の
感
を
催
さ
し
め
る
。

一
方
こ
の
三
と
は

チ
ペ
ッ
ト
側
に
も
特
筆
大
書
さ
る
べ
き
事
件
で
、

-
ア
プ
ア
w
y

ゴ

y
ポ

ロ
与

m
g・

m
p
。
ロ
セ
0

な
ど
チ
ゃ
ヘ
ッ
ト
の
代
表
的
史
書
に
は
、

古
代
主
凶

壮
一
蕃
の
長
安
佼
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)
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'
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五

十

周

年

記

念

論

集

五一一

υ

の
誇
る
べ
き
勝
利
と
し
て
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
-
ア
プ
プ
γ

(
E
巳
σ)

に
は
、

そ
の
年
(
壬
寅
の
E
1
3
m
z
m
七
六
三
)
に
ズ

y
ズ
y
同

)
m
c
p
仏

ωロ
町
戸

(
H
粛
宗
)

の
長
子
タ
イ
ズ

γ
叶
目
出
宮
内
宮
Z
P
〈

H

代
宗
)

は
王
位
に
即
け

は
シ
ナ
の
大
臣
コ
ヲ
ヒ

チ
ぺ
ツ
ト
の
軍
隊
は
侵
入
し
て
〔
タ
イ
ズ

y
は〕

①
 

同ハ。官

E
(
H
高
際
〉
を
王
位
に
邸
け
た
る
も
、
間
も
な
く
タ
イ
ズ
ソ
王
は
彼
を
殺
し
た
り
。

ジ

Y
チ
ュ

m
E
2
(
H
険
州
)
に
逃
れ
た
り
。

チ
ぺ
ッ
ト
の
人
人

り
。
そ
の
の
ち
、

と
あ
り
、
一
音
韻
轄
寓
に
つ
い
て
、
ま
た
は
事
賞
に
つ
い
て
若
干
の
誤
り
は
含
ん
で
い
る
が
、
年
代
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

蛍
時
は
チ
ペ
ッ
ト
で
は
チ
ソ

γ
デ
ヅ
ヱ

γ
王
穴
『
江

m
g
p
z
o
F
ユ
包
ロ
の
治
世
で
、

チ
ペ
ッ
ト
併
殺
の
基
礎
を
確
立
し
た
事
跡
と
と
も
に
後
世
の
チ
ペ
ッ
ト
人
の
讃
嘆
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
記
録
と
し
て
は
右

こ
の
長
安
侵
入
は
主
の
最
大
の
武
功
の
一
つ
で
あ
り
、

の
記
事
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、

こ
れ
で
は
到
底
事
寅
を
明
確
に
決
定
す
る
材
料
と
は
な
り
得
な
い
。
中
園
側
の
文
献
は
そ
の
黙
頗
る
詳
細
に

山
富
時
の
吐
蕃
軍
の
行
動
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
中
園
側
か
ら
見
た
記
録
で
、
吐
蕃
の
内
部
の
事
情
は
全
く
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ

て
い
な
い
。
首
都
を
占
領
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
重
大
事
件
で
あ
り
、
非
常
な
混
飢
が
あ
っ
た
こ
と
は
無
理
も
な
い
が
、
そ
の
た
め
か
記
録
は

完
全
に
一
方
に
偏
し
て
い
て
、
例
え
ば
敵
方
の
司
令
官
の
正
憾
な
名
さ
え
一
向
中
園
側
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
我
我
は
こ
の
問
題
に

閥
し
一
つ
の
障
害
に
う
ち
営
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
空
白
に
チ
ぺ
ッ
ト
側
の
重
要
史
料
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
ポ
タ
ラ
碑
文
及
び
吐
蕃
年
代
記
が
務

場
し
て
そ
の
内
情
を
桐
嘗
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
う
ち
ポ
タ
ラ
碑
文
は
岐
に
英
闘
の
ワ
ツ
デ

Y

〉
C
笠
宮
戸
〈
包
身
ロ
の
紹
介
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
は
墜
界
に
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
一
九

O
三
l
四
年
の
ヤ

γ
グ
の
ズ
パ

γ
ド

F
S
S
Jペ。ロロ
m
F
Z
ω
E
E
の
一
プ
サ
遠
征
に
軍
瞥
と
し
て
参
加
し
、

ポ
タ
一
フ
宮
殿
の
前
に
こ
の
碑
を
寅
見

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
苦
心
惨
潜
そ
の
紗
寓

0
3
8℃
可
を
と
り
、
そ
の
翻
欝
と
注
樺
を
付
し
て
、

①
 

mm
ナ
界
に
公
表
し
た
。
彼
の
結
論
は
、

庇
蕃
命
同
盟
碑
の
研
究
と
と
も
に
こ
れ
を

こ
の
碑
文
は
チ
ソ

Y
デ
ヅ
ェ

γ
の
時
代
に
タ
グ
ラ

Y

コ
y
m
g
m
ω
m
s
r
r
r
r。P
と
い
う
大
臣
が
お
り
、

そ
れ
が
軍
を
率
い
て
長
安
に
侵
入
し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
結
論
は
今
以
て
大
憾
に
お
い
て
誤
っ
て
い
な
い
。



し
か
し
遺
峨
な
こ
と
に
は
彼
の
後
表
し
た
-
ア
キ
久
ト
は
き
わ
め
て
信
濃
性
の
薄
い
、
皐
的
債
僚
の
仮
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
一
一
・
H
う
の
は
同
時
に

後
表
さ
れ
た
庇
蕃
曾
盟
碑
文
の
-
ア
キ
ス
ト
は
非
常
に
轄
寓
の
誤
が
多
く
、
従
っ
て
そ
の
謬
文
、
注
糟
と
も
使
用
に
構
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
必
然
的
に
同
一
の
保
件
下
に
あ
っ
た
ポ
タ
ラ
碑
文
も
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
不
完
全
な
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
珠
想
せ
し
め
た
か
ら
で

①

・

・

あ
る
。
果
し
て
ぺ

y
h
r
R
-
2
回
巳
で
か
後
に
後
表
し
た
鐸
文
は
ヲ
ッ
デ

Y
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
我
我
の
珠
想
の
誤
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
寅
詮
し
た
が
、

こ
の
ぺ

Y

の
謬
文
に
は
こ
れ
又
残
念
な
こ
と
に
は
ア
キ
λ

ト
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
悶
有
名
詞
も
皆
一
Z

日
寓

さ
れ
て
い
て
チ
。
ヘ
ッ
ト
本
来
の
綴
字
を
全
く
用
い
て
お
ら
ず
、
根
本
史
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
尤
も
ぺ

Y
は
そ

の
日
ア
キ
久
ト
の
出
版
は
考
慮
し
て
い
た
ら
し
い
が
途
に
そ
れ
は
彼
の
在
世
中
に
は
貰
現
せ
ず
、
遺
稿
は
英
圃
官
吏
と
し
て
チ
イ
ッ
ト
に
駐
在
し

た
η
ノ
チ
ャ
!
ド
ソ

y
氏

E
c
m
v
g
戸
何
日

n
E
E
8ロ
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
。

第
二
次
大
戦
後
リ
チ
ャ

1
ド
ソ

γ
氏
は
ぺ

Y

の
原
稿
を
整
期
比
し
、

自
ら
も
在
藤
中
寓
異
を
多
く
撮
り
、
注
意
深
い
縛
篤
と
研
究
と
を
加
味
し
て
庇
蕃
曾
盟
碑
の
研
究
と
と
も
に
後
表
し
た
(
〉
Z
E
L〉

0

ザ
チ
ャ

l
ド
ツ
ン
氏
は
こ
の
碑
を
そ
の
地
名
に
因
み
、

「
ジ
ョ

ym」
印
甘
え
三
。
円
山
岳
ω

と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
碑
文
の
詳
細
は
氏
の
研
究

に
悉
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
今
こ
こ
に
新
し
く
繰
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
唯
概
括
的
に
筒
草
に
紹
介
す
る
と
、
碑
文
は
四
百
の
う
ち
束
、
市
、

北
の
三
面
に
記
さ
れ
て
お
り
、

チ
ペ
ッ
ト
綴
字
は
必
ず
し
も
王
権
で
は
な
く
、
曾
盟
碑
よ
り
は
一
段
と
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

一
、
東
面
は
タ
グ
ラ

Y
コ

y

m宙
開

ω
m
E
E
z
r
g
p
な
る
人
物
が
内
相

Z
包

E
S
♀

2

3
に
任
命
さ
れ
、

王
事
に
霊
感
し
て
功
績
の
あ

っ
た
こ
と
、

二
、
南
面
は
タ
グ
ラ

Y
コ

y
が
チ

y
y
デ
ヅ
ェ

Y

の
時
代
に
側
近
の
有
力
者
と
な
り
、

γ
ナ
征
服
の
司
令
官
と
し
て
非
常
な
軍
功
を
立
て
た

こ
と
、

三
、
北
町
に
は
タ
グ
ラ

Y
コ

y
の
功
勢
に
つ
い
て
チ

y
y
デ
ヅ
ヱ
ジ
は
そ
の
子
孫
に
謝
し
て
種
種
の
特
典
を
輿
え
た
こ
と
、

叫
肌
審
の
長
安
保
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)

勺1.



円

九

十

周

年

記

念

必

集

を
述
べ
て
お
り
、
首
時
の
吐
蕃
側
の
賓
情
を
知
る
械
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
あ
っ
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
氏
の
研
究
は
仰
す
人
リ
て

の
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、
中
園
側
の
史
料
は
バ
ッ
ジ
ェ

y

m

・ョ・回
C

∞
]
凶
作
ロ
の
新
蕎
唐
書
吐
蕃
停
の
械
部
を
利
用
す
る
程
度
で
あ
る

の
で
歴
史
的
研
究
と
し
て
は
甚
だ
不
充
分
な
の
を
弛
れ
な
い
ο

い
ま
木
論
文
は
こ
の
重
要
な
史
料
を
利
用
し
、
中
関
史
料
を
整
期
比
し
て
事
貨
の

再
構
成
を
行
な
い
、
そ
の
よ
う
な
従
来
不
充
分
な
知
を
補
っ
て
、

チ
ぺ
ッ
ト
史
の
一
頁
に
若
干
の
寄
輿
を
す
る
の
を
そ
り
目
的
と
す
る
ョ
そ
れ

に
し
て
も
械
め
て
不
便
な
異
境
に
あ
っ
て
、

な
お
こ
の
貴
貫
な
史
料
を
探
売
し
従
供
さ
れ
た
リ
チ
ャ

1
ド
ソ
ゾ
氏
に
針
し
て
、
我
我
は
更
め
て

深
い
感
謝
と
敬
意
を
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
チ
ソ
ン
デ
ツ
ェ

γ
は
古
代
チ
ペ
ッ
ト
史
で
は
三
大
護
教
王
の
一
人
で
あ
り
、
吐
審
会
一
廉
時
代
の
基
を
開
い
た
名
背
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
即
位
は
必
ず
し
も
一
九
ム

1
久
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
な
中
園
史
料
に
よ
れ
ば
、

天
費
十
四
載
、
賛
北
目
乞
秒
前
蘇
寵
激
賛
死
、
大
臣
立
其
子
婆
悉
縮
問
激
賛
魚
、
王
、
筏
偽
賛
L
4

日
(
薄
型
。

是
歳
(
天
費
十
川
被
)
、
賛
北
同
乞
禦
蘇
鰭
臓
賛
死
、

子
法
悉
錨
時
撤
賛
嗣
(
新
俸
)

0

天
笠
十
四
載
、
賛
普
乞
裂
蘇
簡
臓
賛
死
、

犬
巨
立
其
子
裟
悉
簡
臓
賛
偽
賛
北
日
ヘ
加
府
一
石
調
和
九
六
六
一
外
同
部
機
襲
)
。

と
あ
り
、
資
治
遁
鑑
に
も
天
安
十
四
載
に
か
け
て
、

是
歳
、
吐
蕃
賛
普
乞
禁
蘇
簡
猟
賛
卒
、

子
婆
悉
矯
激
賛
立
。

と
あ
る
。
す
べ
て
同
一
史
料
か
ら
出
た
記
述
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

む

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
答
は
前
に
胸
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
一
一
こ
こ
に
詳
細
は
述
べ
な
い
が
、
そ
の
結
論
は
、

こ
の
こ
と
は
果
し
て
事
賓
と
し
て
認
定
で
き
る
も
の
か
ど
う

一
、
ポ
タ
ラ
碑
文
と
針
照
し
て
天
賓
十
四
載
(
じ
主
九
)
に
立
っ
た
ヅ
ヱ
ゾ
ポ
は
チ
ッ
プ
デ
ツ
ェ
プ

H

乞
禦
蘇
簡
激
賛
で
あ
っ
て
サ
〈
叉
は
バ
)



もを
み

ソ

γ
Jア
吋
/
エ

γ
で
は
な
い
c

一一、

こ
の
と
き
唐
で
は
弔
祭
の
使
者
を
吐
蕃
に
送
つ
て
い
る
が

(
後
遺
¥

日て

ω
使
者
が
蹄
っ
て
き
た
と
き
は
安
史
の
乱
が
勃
殺
し
て
い
た
か

‘
「
J

ソP

エ

ー

ー

y
ポ
の
交
伏
に
闘
す
る
報
告
は
混
乱
し
て
サ
ソ

Y

デ
ヅ
ヱ

y
と
一
一
い
う
奇
妙
な
干
一
名
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
・
つ
。

と
一
日
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

右
の
結
論
は
今
に
お
い
て
も
大
関
務
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
.

寅
は
混
乱
の
責
任
の

一
小
は
チ
ぺ
ッ
ト
側
の
内
部
事

情
に
も
よ
っ
て
い
た
と
忠
、
っ
。

即
ち
ボ
タ
ラ
前
例
文

(ヱ・』
-
H
t
u
c
)

に
よ
れ
ば

ン』
H
W
U

円、・
3

・}-γ'e
】U
，)、

ヅ

ヱ

ユノ
ポ
、

チ
〕
プ
ヅ
ヶ
ツ
ェ
ヅ

∞Z
S
τ
。
穴

F
ご仏の

m一
切
戸

-
m
H
Z
S
ω
御
代
に
ゲ
ン
ラ
ム

Y

コ
ン

只
S
E
E
-仏
戸
戸
}
ん

]5P
は
側
近
の
諸
事

を
な
す
も
の
と
な
れ

υぃ

パ
Y
ド
ン
ヅ
ア
プ

同向一)釦】}己。
P
同
州
山

hHF
し
」
一
プ
ン
-
一
ヱ

シ

ク

同、釦「回口】}刊の
ω
丘
町
ω

は
犬
論
の
務
を
な
し
穴
り
し
か
反

抗
的
と
な
り
、

ヅ

コこ

ソ
ポ
ハ
久
脊
チ
デ
ッ
ヶ
ヅ
ェ

γ
の
御
身
に
危
害
を
加
え
〔
ツ
ェ

ソ
ポ
は
〕

天
に
前
一
き
た
ま
え
り
。

〔
彼
等
は
〕

ツ

1こ

ユノ

ポ
御
子
チ
ソ
ン
デ
ツ
ェ

γ
の
御
身
に
も
危
害
を
加
え
ん
と
紅
一
よ
り
、

黒
頭
の
チ
イ
ッ
ト
闘
は
闘
争
の
妖
態
に
陥
り
ぬ
。

よ
っ
て

Y

コ
γ
は

パ
Y
と一ブ

Y

の
反
抗
の
始
末
を
チ
ソ

γ
デ
ツ
ェ

ン
に
上
聞
し
、

パ
U
Y

と
ラ
ン
の
反
抗
は
貰
持
さ
れ
て
彼
等
は
割
せ
ら
れ
、

Y

コ
γ
は
側
近

に
侍
す
る
こ
と
と
な
れ
り
。

と
あ
り
、

バ

Y

ド
ソ
ツ
ア
プ
、

ラ
d
y
ニヱ

シ
グ
な
ど
の
章
一
区
の
た
め
に
チ
デ
ッ
ヶ
ツ
ェ

γ
は
伏
せ
ら
れ
て
、

チ
ソ

Y
J
プ
ヅ
ヱ

y
が
そ
の
後
十
ゼ

嗣
い
だ
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

バ
ル
ド
ン
ヅ
ア
プ
に
つ
い
て
は
附
蕃
年
代
初

(
大
英
博
物
館

H
f
L
K・だ】
U

〔
忌
叶
〕
)
独
の
年
(
七
川
内
)

)
H
b
t

トト二

〆
ν
ム
引
ド

t
b

・

は
f、、
巴
~ 
ド圃
ト・4

円コ

r..;( 

、、ー-'、

与
の
集
舎
は
キ
シ
ョ

?

プ

印

}
q
r
c
H
H
H
ω
E
に
お
い
て
犬
論
チ
ュ

γ
サ
ン

c
s
z
g
と
パ

Y
ド
y
ツ
ア
フ
二
人
に
よ
り
て
保
さ
れ
た
り
ι

と
あ
る
の
が
初
見
で
、

犬
の
年
(
七
間
六
)
の
僚
に
は

(ご凶，=・匂・引い)、

〔
冬
の
〕
集
曾
は
キ
の
ジ
ャ

Y

リ

γ
ツ
ヱ

ノv

u
r町
一
回
百
円

}55-
に
大
論
チ
ユ

ン
サ

γ
と
パ

Y
ド
ン
ツ
ア
、
フ
と
一
フ

γ
ニェ

シ
グ
三
人
に

よ
り
て
催
芯
れ
た
り
。

社
帯
の
長
安
位
入
仁
ソ
レ
て

「
仏
肱
」



一

九

十

何

年

記

念

品

集

-'h・.，
J
I

'
'
'
引
U
F
-

ー

と
あ
り
、

宇
一
豚
の
年

(
七
円
七
)

つ
事
こ

h

r
b
A
Hド

1
V
3
k

(
宮
山
門
戸
・
〉
、

冬
の
集
曾
は
ラ
の
ツ
ェ

ロ

ロ
s-v山
知
宮
内

mM・0

〔
大
〕
論
〔
チ
ュ

:/ 
しJ

サ
ン
と
パ
U
F

ド
ン
ヅ
ア
プ
と
ロ
ン
マ
ン
ポ
ジ
ェ

ロ]。ロロ
J
E
p
t
。

同
凶
作
と
シ
ャ
ン
リ
ン
ツ
ェ

ユノ

ぴ〕
h・・a
恒d

~ 
~， 

.Z4 
0" 
~ 
H ・
伊d

円
r-I" 
u'l 
~ 
ロ

ら
に
よ
り
て
催
さ
れ
た
り
。

と
あ
り
、

こ
の
頃
よ
り
吐
蕃
の
最
高
幹
部
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
が
附
ら
か
で
あ
る
。
吐
蕃
編
年
記
の
宰
相
表
に
よ
る
と
f白、
ロ
叶
炉刊

ー"'4

円コ

ド・4

.::; 
，~ 

"--" 、

て
の
の
ち
バ

1
の
タ
グ
一
ブ
コ
ン
甘
エ

ロ
E-z
∞-M戸内
ω間同
1
ω
r
r
。H

J

]。L
大
論
と
な
れ
り
。

批
難
せ
ら
れ
て
官
の
チ
ュ

ン
サ
ン
ォ

Y

マ
ン

}
M
u
s
n
z
p
t
N
ω
目ご
)2.EMHP
〔
大
論
と
〕

k
l
u
'
O
 

7
'
4
4
1
1
 

り
て
の
の
ち
パ

Y
の
ギ
ェ
サ
ン
ド

y
ツ
ア
プ

H
U
E
-
ω
ξ
o
g
P
E
8
2ち
〔
大
論
と
〕

な

れ
V) 

ギ
ェ
サ

γ
ド
ン
ツ
ア
プ
批
難
せ
ら
れ
て
パ
!
の
ナ
ン
シ
ェ

Y

ス
ツ
ェ

ユ/

ロ
g
f
m
m
g〔

MUm-百円

N
C
Z
2
2
〔
大
論
と
〕

な
れ
り
。

と
あ
る
が
、

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
は
名
将
と
し
て
の
饗
高
く
、

り
て
の
故
に
開
一
冗
十
六
年
(
じ

J

.

八
)
に
チ
デ
ッ
ク
ツ
ヱ

ン
サ
ン
の
後
を
何
時
バ

Y
ギ
ヱ
サ
ン
ド

y
ツ
ア
プ
が
つ
い
だ
か
は
遺
憾
な
が
ら

ン〆

主

よ
っ
て
珠
殺
さ
才lω

後
は
チ
ユ

ン
サ
ン
オ
U

F

7

y

が
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

チ
ュ

年
代
記
が
七
四
七
年
末
よ
り
七
ヤ
九
十
九
年
の
初
ま
で
失
わ
れ
て
お
り
決
定
で
き
な
い
が
、

七
四
七
年
以
後
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
と
こ
為
で
あ

ろ
う
。
績
い
て
年
代
記
の
羊
の
年
(
七
五
五
)
の
僚
に
は

(E，H
H
・句・

2
)
、

御
父

3
F
の
い
辺
伴
者
ら
は
軍
隊
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
り
。

ト
ン
サ

Y

∞件。町田
ω
h
H『

の
三
つ
の
千
戸
の
千
戸
長
任
命
せ
ら
れ
、

一
フ
ン
、

/、

ノv

-ゐ
ロ-
h・4
炉・・4
U崎

ω 

の
従
者
は
追
放
せ
ら
れ
た
り
・
:
;
:
:
哩
出
せ
ら
れ
し
ラ
ン
、

パ
Y

の
資
産
は
調
査
せ
ら
れ
た
い
り
ο

と
あ
り
、

ラ
ン
、

パ
U
Y

は
明
か
に
一
フ

Y

ニェ

シ
グ
と
バ

Y

ド

γ
ツ
ア
プ
の
怖
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
年
に
は
般
に
パ

Y
ド
ン
ツ
ア
プ
は
大
論
の
作

よ
り
却
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

右
の
文
に

つ
御
父
の
近
伴
者
一
穴
一
ご
と
あ
る
前
の
部
分
は
会
一
く
候
失
し
て
い
る
が
、

こ
の
時
代
の
文
例
か

ら
見
れ
ば
そ
の
前
に
は
省
然
「
ツ
ェ

ン
ポ
」

が
あ
る
平
日
で
、

勿
論
「
ツ
ヱ

ン
ポ
御
父
」

g
gロ
旬
。
}
ー
ち
は
こ
の
場
人
口
チ
デ
ッ
ク
ツ
ェ

y
を
指
し

て
い
る
。

軍
隊
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
近
伴
者
の
う
ち
に
は
バ

Y
ド
ン
ツ
ア
プ
も
ラ
ン
ζ

ヱ
シ
グ
も
今
日
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

破
っ
た
軍
隊

は
後
の
チ
ソ

γ
デ
ヅ
ェ

ン
円
い
て
は
タ
グ
ラ

Y
コ
ン
の
輿
蕪
で
あ
る
広
相
違
な
い
の
で
あ
る
。



-手
Z
S
当
ご
号
芳
一
三
宅
2

チ
デ
ヅ
ア
ヅ
ヱ
ゾ
小
川
拭
段
に
つ
い
て
は
有
に
あ
げ
た
史
料
以
外
に
は
依
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
逆
に
チ
ソ
ソ

デ
ヅ
ェ

γ
の
継
承
の
年
吹
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
、
っ
。

チ
ソ

Y
J
ア
ツ
ェ

γ
の
誕
生
に
つ
い
て
は
年
代
記
の
馬
の
年
(
じ

の
怖
に

(Et--d・
5
、

、ソ

コニ

ン

ォマ

ソ

Y
Jプ
ヅ

ェ

γ

F
d
p
E
o
t
ユ
g-H
ラ
グ

?

y
回

E
m
g
R
に
て
生
れ
た
ま
え
り
。
御
母
マ
ン
モ
ジ
ェ

〕

J
F
P
E。
之
内
は
み

ま
か
り
た
ま
い
ぬ
の

と
あ
り
、

プ
ト
ン
悌
殺
史
(
}
u
u
u
)

に
は
、

山
内
午
の
年
包
℃
}5
ユω
に
チ
ソ

Y
デ
ツ
ェ

Y

が
生
れ
た
こ
と
を
一
一
」
口
っ
て
い
る
。

戊
午
の
年
が
壬

午
の
年
内
]
】
戸
目
立
5
2
ω
(じ
川
一
・
)
の
誤
り
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
宅
全
に
年
代
一
一
川
の
馬
の
年
に
一
致
す
る
。
プ
ト

y
(

】

日

プ

)

に
は
更
に
、

チ
ソ

y
Jア
ツ
ェ

γ
は
十
三
歳
過
ぎ
て
主
位
に
即
け
り

d

と
あ
り
、

計
算
す
る
と
七
五
四
年
(
天
費
十
三
献
)
が
彼
の
王
位
を
践
ん
だ
年
次
と
な
る
。

恐
ら
く
こ
の
年
に
チ
デ
ッ
ク
ヅ
ェ
ン
は
泌
し
、

チ
ソ

γ

デ
ツ
ェ

Y

が
後
を
つ
い
で
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
年
代
記
の
狼
の
年
(
じ
バ
ハ
ハ
)
つ
燦
こ
ま
(
ロ
ベ
出
・
匂
・

2
)
、

'tν

，a
q
E
'
s
t
u
‘，，勘電

夏
に
ツ
ェ
ン
ポ
は
ス
ン
カ

Y
N
c
p
r
R
に
住
せ
り
。

ツ
ェ

Y

ポ
の
御
名
は
チ
ソ
ゾ
デ
ヅ
ェ
ゾ
百
三

R
O
P
E巾

F
A
B
-
H
と
税
せ
ら
れ
た
り
。

政
権
を
御
手
に
と
ら
れ
、

四
方
の
民
に
多
く
の
賦
枕
を
か
け
ら
れ
た
り
。

と
あ
り
、

-K4へ
こ
皮
日
ツ
ヱ

-
t」
一

1
J
'
t
r
a
p
d勾
t

「

t
巴

ソ
ポ
の
位
に
印
い
た
の
は
二
年
後
に
常
る
。

こ
の
二
年
の
間
に
ツ
ェ

Y

ポ
の
交
代
に
つ
い
て
混
乱
と
動
擦
が
あ
り
、

そ
の
鎮
座
に
背
干
の
時
日
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
得
ら
れ
る
。
奮
停
に
よ
る
と
天
賓
十
四
載
の
ツ
ヱ
ン
ポ
が
新
に
立
っ
た
こ
と
を
述
べ

ん」・間昨川市」、

可，，，
s
q
E
'
l
w
.
‘

玄
宗
濯
京
兆
少
再
ア
山

m
t達
、
粂
御
史
中
丞
、
持
節
賞
闘
信
冊
命
、

弔
祭
之
、
及
還
市
安
蔽
山
巳
鱗
嬢
洛
陽
。

と
あ
る
が
、
嘗
庇
脅
か

山
間
光
法
体
に
は
、

レー口↓

ιx
、

斗

l
Uド
走
事

濯
京
兆
少
者
、
其
載
使
吐
蕃
川
市
祭
、
十
五
載
五
月
使
廻
十
余
日
、
沌
開
失
守
、
玄
宗
幸
局
。

叫
凡
蕃
の
長
安
倍
入
に
ソ
い
て
(
佐
藤
)

‘・」・
6

・1川

ー'一
7
J



五

十

周

年

記

入

芯

論

集

-
e
t

、

7

J

-

J

ノ

と
あ
る
。

銚
汝
能
の

「
安
総
山
事
蹟
」
松
町
下
(
皐
海
類
編
所
牧
)
に
は
凶
闘
の
失
守
を
六
月
十
四
日
半
卯
と
し
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
よ
り
十
余
日
以

前
で
五
月
以
内
と
す
る
と
作
光
浅
の
蹄
来
し
た
の
は
五
月
末
と
一
一
り
つ
こ
と
に
な
る
c

彼
が
使
に
間
後
し
た
の
は
ツ
ヱ
ン
ボ
逝
去
の
通
知
が
到
来

し
て
か
ら
で
あ
る
し
、

こ
の
間
の
時
間
的
な
経
過
は
天
賓
十
三
載
に
γ'
ェ
γ
ポ
の
逝
去
を
か
け
れ
ば
会
く
矛
盾
が
な
く
ユ
ム

1
ユ
に
期
解
で
き

る
。
結
論
す
れ
ば
事
寅
は
、

一、
天
賓
十
三
載
(
七
五
川
)
に
チ
デ
ッ
ク
ヅ
ェ
ン
が
一
兆
し
チ

y
y
J
ア
ヅ
ェ
シ
が
立
っ
た
わ

二
、
玄
宗
は
弔
祭
使
と
し
て
佳
光
法
を
十
四
載
(
七
一
九
五
)
に
遣
わ
し
た
。

一
、
し
か
し
吐
蕃
に
は
政
局
不
安
が
あ
れ
、

チ
y

y
デ
Y

ヱ
γ
が
即
位
式
を
行
り
て
公
式
の
和
披
を
和
し
た
の
は
至
悠
一
冗
載
(
七
.1
六
)
で
あ

っ
た
。

四
、
住
光
還
は
天
賓
十
四
載
十
二
月
以
前
に
出
殺
し
、
十
ヤ
辛
載
ア
札
刀
に
木
闘
に
到
着
し
た
。

と一一
J

口
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
に
あ
げ
た
ヅ
ェ
シ
ポ
の
交
代
に
閲
す
る
中
同
文
献
の
記
述
は
、

こ
の
間
の
事
情
を
刷
機
に
把
振
せ
ず
記
録
の

上
で
混
乱
し
た
形
を
残
し
た
も
の
と
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
。

チ
デ
ツ
グ
〆
ヅ
ェ
ン
が
ハ
父
主
チ
ド
ゥ
ソ
ン

ア1
炉-

TOJ 
『
同・

.ロ‘
0.. 
，-

ul 

ul 
『。
ロ・

の
戦
死
に
曾
い
、

そ
の
後
を
つ
い
だ
の
は
生
れ
て
未
だ
一
年
に
も
術
た
な
い
と

f

け

九
歳
に
て
一
北
式
に
即
位
し
た
む
そ
れ
ら
の
事
寅
よ

き
で
あ
っ
た
。
彼
は
組
母
の
愛
情
に
よ
っ
て
成
長
し
、

七
歳
の
と
き
に
金
城
公
主
を
迎
え
、

り
す
れ
ば
彼
が
パ

Y
ド
Y

ザ
ア
プ
、

日フ

Y

ニ
ヱ
ジ
グ
の
陰
謀
に
よ
り
非
業
の
死
を
遂
げ
た
の
は
五
十
一
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

彼
を
つ
い
だ
チ
ソ

γ
デ
サ
ヱ

γ
も
決
し
て
幸
一
臓
な
総
承
者
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
作
に
即
い
た
十
三
歳
と
一
三
う
年
齢
は
チ
イ
ッ
ト
人
と
し

て
は
近
代
文
明
人
棋
の
幼
少
さ
で
は
な
い
が
、

し
か
[
成
人
と
一
い
う
年
齢
に
到
達
し
た
程
で
も
な
い
り
し
か
も
対
の

?
y
モ
ジ
ヱ
は
彼
を
生
む

と
間
も
な
く
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
け

?
γ

モ
ジ
ヱ
は
吐
蕃
干
.
統
記
に

(口、=同・同
v

・託)、

チ
デ
'
ヅ
ヶ
ヅ
ヱ
ソ
と
ナ
ナ
ム
氏
マ
ン
モ
ジ
ェ
ジ
ア
ン

m
S
E
E
N
μ
-
v
Z
5
2
0
この

Z
E
ω
R
P
と
の
聞
に
生
れ
し
御
子
は
チ

y
y
J
プ
ツ



i

1

1

a
霊

毛

j
i
-
-
f
i
d
i
-
-昌一ヨ
=
2
4一

i
4
4
事
長

Z441呈

F
R
i
f
-
-
4
3
E一

3
2
E
1
s九
百
主
義
連
j
J
J
'

J
1
3喝

「

-16ヨ
ヨ
ヨ
翌
週
雪
ヨ
司
軍
司
局

da胡
1亨
雪

A
重
J

嘉

Z4E4aeヂジ
ォ

13zi-a乃
員
ぞ
号
一

=44寸

F
L
P
a
一

=f」
一
i

三

ZJizヂ

z-zEri--一三一三
J
1
4雪
3
1
1
j主
主
1
1
一
著
書
パ
当
墨
書
J
J
z
t
一一手
F
ヨヨ

V一

工

Y
c

と
あ
る
に
よ
り
、
吐
蕃
の
有
力
氏
族
ナ
ナ
ム
の
系
統
に
属
す
る
女
怜
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
プ
ト
ン

(
H
U
U
h
H
)
 

一、

+a
晶、

彼
女

(
l余
城
公
主
)
に
相
よ
き
御
子
、

戊
午
の
年

g
-
L
5
2
ω

に
坐
れ
た
ま
い
し
が
、

主
の
バ
ソ
ク
ン

司
目
}
}
】
山
口
同

F
m
w
p

に
教
法
の
ト
ー
一
め

出
溌
せ
る
折
、

御
子
は
妃
ナ
ナ
ム
氏
∞

E
E
E
ゲ
N
釦

}

}

に
連
れ
去
ら
れ
て
ナ
ナ
ム
の
子
と
な
さ
れ
て
チ
ソ
ン
デ
ツ
ェ

Y

と
栴
せ
ら
れ
た

B
P
E
G
 

-， 

と
あ
っ
て
、
彼
が
幼
少
の
と
き
ナ
ナ
ム
氏
で
養
育
さ
れ
た
こ
と
を
体
え
て
い
る
。
プ
ト

γ
は
チ
ソ

γ
デ
ヅ
ェ
ン
が
本
来
余
城
公
主
の
子
で
あ
る

公
主
は
七
三
九
年
に
殺
し
て
お
り
、

こ
と
を
一
一
一
一
口
う
の
で
あ
る
が
、

チ
ソ
ジ
デ
ツ
ェ
ン
は
七
四
二
年
の
生
れ
で
あ
る
か
ら
、

④
 

ぺ
?
タ
ン
イ
グ
司
E
s
m
w

吾川
5
1
m
も
や
は
り
彼
を
会
、
一
十
一
の
生
ん
だ
子
と
す
る
が
、
同
様
な
殺
り
と
見
る
よ
り
他
は
な
い
。
プ
ト

γ
の

こ
の
訟
は
成
立
し
な

し1

O 
記
載
は
信
頼
で
き
な
い
が
、

と
に
か
く
諸
積
の
史
料
か
ら
見
て
チ
ソ

Y

デ
ツ
ェ

ノ
コ
ー
の
手
寺
℃
、

J
p
y
:
:
ナ

C
ま、

、，

Hva'斗
肘

4

イ
4
u
c
gふ
ド
ド
ヵ
l
v
v
l

円
ド
ら

'.u受
)
付
件
ド
，
r山

γ、ノ
K
セ

E
4
k
f
u
弓
l
u
高
.

や
か
さ
に
比
し
て
、
暗
い
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
古
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
チ
ソ
ン
デ
ツ
ェ

γ
時
代
の
庇
、
吐
蕃
の
政
治
的
軍
事
的
交
渉
が
如
何
で
あ
っ
た
か
を
述
べ
る
前
に
、

チ
デ
ッ
ク
ツ
ェ

y
時
代
の
末
期
の

歎
勢
に
筒
山
車
に
鰯
れ
て
お
き
た
い
。

@
 

述
し
た
の
で
こ
こ
で
は
更
め
て
述
べ
な
い
。

開
元
二
十
七
年
(
七
一
一
プ
九
)
に
金
城
公
主
が
逝
去
す
る
ま
で
の
柄
岡
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
論

そ
の
後
は
開
元
二
十
八
年
(
七
川
い
に
安
戎
城
が
昨
山
の
手
に
奪
回
さ
れ
、

倒
防
方
而
の
作
戦
は
成

Lnハソ

J

R

『

o

l
e
I
L
チ
J

二
十
九
年
(
七
円
.
)
に
は
石
伝
一
城
が
吐
蕃
の
手
に
陥
り
、

天
賓
七
載
(
七
円
ヘ
)
に
漸
く
庇
は
こ
れ
を
奪
聞
し
て
附
右
方
面
の
作
戦
を

完
途
し
た
。
唐
の
こ
れ
ら
の
一
連
の
作
戦
は
玄
宗
自
身
が
積
桜
的
に
計
警
に
参
加
し
、
時
一
審
は
東
境
に
聞
す
る
限
り
完
会
に
一
袋
衡
を
制
魅
さ
れ

て
高
原
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
。

一
言
以
て
な
え
ば
山
の
・
町
蕃
に
針
す
る
刷
用
力
は
天
都
民
中
期
に
は
も
は
や
決
定
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
の

此
蕃
の
長
ん
な
伎
入
に
つ
い
4

(
佐
藤
)

Fじ

• 



五

十

同

年

記

念

市

集

-'h
・.・、、

v
f
一

，

ノ

天
賓
十
四
載
に
蘇
此

ω
。F
1
の
王
子
悉
諸
遜
∞
宮
内

ω
m
E
が
吐
蕃
を
去
っ
て
来
降
し
、
懐
義
主
に
封
ぜ
ら
れ
(
新
停
)
、

名
を
李
忠
信
と
賜

わ
っ
た
が
(
通
鑑
同
年
正
月
、
問
月
の
傑
)
、
庄
の
封
じ
込
め
作
戦
の
成
功
と
ツ
ェ
ン
ポ
交
代
の
と
き
の
混
飢
が
こ
の
結
果
を
生
み
出
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
悉
諾
避
の
京
降
の
事
情
は
冊
府
一
冗
亀
程
九
七
七
外
底
部
降
附
天
賓
十
四
載
正
月
の
僚
に
記
載
せ
ら
れ
た
寄
併
翰
の
上
奏
文
が
委
細
を

謹
く
し
て
い
る
。

揮

?

賛

?

蘇
眺
一
蕃
最
近
河
北
吐
津
部
落
、
数
倍
居
人
、
葦
是
吐
蕃
棋
同
強
持
軍
精
兵
馬
、
中
ヤ
出
其
中
、
自
浸
凌
替
注
敗
、
事
彰
、
家
族
泊
客
二
千

余
人
、
悉
非
、
種
落
、
比
内
待
精
阻
、
今
此
f
t
子
d
k

↑
同
時
降
、
臨
行
事
減
、
選
遭
掩
襲
、

一
千
余
人
悉
被
沫
夷
、
猶
制
御
輿
左
京
苦
戦
獲
弘
、

宜

?

吐
蕃
、
蘇
枇
互
相
屠
吸
心
腹
、
自
演
滅
亡
可
期
、
相
一
其
壬
湖
一
逆
蹄
仁
、
則
是
同
家
廉
事
、
伏
望
笠
付
史
。

一日.

蘇
眺
は
入
吐
蕃
遁
に
沿
う
チ
ペ
ッ
ト
系
の
部
族
で
、
新
停
に
「
蘇
眺
彊
部
也
」
と
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
吐
蕃
支
配
下
で
は
最
大
の
勢
力
を
持
つ

⑪
 

も
の
で
あ
っ
た
。

安
政
山
の
乱
は
同
じ
く
十
四
載
に
起
っ
た
が
、

こ
の
乱
は
雨
闘
の
拾
抗
閥
係
に
決
定
的
な
影
響
を
驚
ら
し
た
。
安
総
山
の
討
伐
の
た
め
に
河

東
、
朔
方
の
軍
が
そ
れ
ぞ
れ
李
党
問
、
郭
子
儀
に
卒
い
ら
れ
て
出
動
し
た
が
、
陥
右
河
両
の
軍
も
耳
円
俗
翰
に
卒
い
ら
れ
て
爪
閥
に
進
撃
し
た
。

尤
も
河
町
傍
翰
は
昔
時
病
気
で
長
安
に
帰
っ
て
い
た
が
、
蕎
山
崎
書
各
.
九
一

金
梁
鳳
停
に
よ
る
と
、

金
は
天
賓
十
二
一
載
河
阿
に
お
り
装
白
地
に
舎
っ
た
が
、
そ
の
と
き
寄
針
翰
は
京
師
に
入
り
、
裂
は
免
は
制
部
郎
中
と
な
り
河
西
留
後
を
知
し
て

武
威
に
い
た
。

と
あ
る
か
ら
、

こ
の
と
き

.mm川
翰
は
河
丙
附
右
を
な
お
領
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

叉
温
鑑
考
異
は
粛
宗
貫
録
を
引
い
て
、

翰
は
河
附
朔
方
の
宮
本
th
十
寓
と
高
仙
芝
(
前
司
令
行
)
の
催
何
本
を
合
し
て
二
十
市
内
を
率
い
て
内
聞
に
担
い
だ
っ

と・
f
d

い、

安
総
山
事
蹟
巻
中
(
腫
潟
類
繍
所
牧
)
に
は
、

寄
傍
翰
は
河
附
諸
蕃
部
落
、
奴
刺
、
額
欧
、
朱
耶
、
相
対
丹
、
降
、
蹄
林
公
式
給
、
沙
随
、
迷
子
、

思

?

慮
密
、
吐
谷
、
持
、
思
結
等
二
十
三
部
落
蕃



F

H
罰
則
用
渇
理
署
骨
著
書
~
昌
司
ヨ
ョ
，

Z

P
F
B品目現
3
3
3
j
J主雪語一週主

J

高
妻
裏
山
4
議
五
4
J
U
4
4
Z
1
J
J
1
i
i

Z

一ニ苧

i

t

司
転
同
署
忌
ヱ
ミ
己
主

F
色
一
三

漢
兵
二
十
一
寓
八
千
人
を
領
し
て
出
開
に
鎖
し
た
。

と
あ
る
か
ら
、

河
両
院
右
の
軍
隊
が
賓
際
に
動
員
さ
れ
た
こ
と
は
事
質
と
見
て
誤
り
な
い
。

玄
宗
が
至
徳
一
五
載
六
月
に
馬
山
地
を
殺
し
て
四
川
に
向
お
う
と
す
る
と
き
、
皇
太
子
の
亭
は
い
ず
れ
に
行
く
べ
き
か
に
迷
っ
た
が
建
寧
主
快
は

李
輔
岡
と
と
も
に
こ
こ
に
止
ま
る
こ
と
を
願
い
、
西
北
守
遜
の
軍
を
牧
め
て
郭
、
本
十
を
河
北
に
呼
ぴ
A
同
時
し
て
東
准
す
る
こ
と
を
上
-
一
日
し
て
い

命
に
よ
っ
て
そ
の
月
の
う
ち
に
河
両
節
度
副
使

る
。
太
子
卒
は
七
月
に
議
武
(
事
夏
省
事
支
燃
南
)
に
お
い
て
位
に
即
い
て
粛
宗
と
な
っ
た
が
、

-
本
十
嗣
業
は
兵
五
千
を
卒
い
て
行
在
に
到
着
し
(
醤
府
内
巻
二
一
八
、
新
席
者
巻
一
五
一
一
一
段
秀
賞
俸
)
、
殆
ど
同
時
に
安
丙
の
行
軍
司
馬
李
柄
箔
は
精
丘
八
七
千
人

を
殺
し
て
困
難
に
赴
い
た
(
通
鑑
)
。

同
年
十
二
月
に
は
コ

1
タ
y
壬
の
肘
遅
勝
が
そ
の
弟
隠
に
凶
事
を
委
ね
、

向
ら
丘
(
五
千
を
い
お
γ

い
て
救
援
に

来
り
(
醤
唐
害
程
一
川
円
、
新
時

H

い日程一一

O
尉
濯
勝
陣
)
、

翌
二
載
克
月
に
は
粛
宗
は
保
定
(
淫
州
安
定
郡
1
甘
粛
省
淫
川
腕
)
に
浩
一
ん
だ
が
、

そ
の
理
由
は
安
丙
、

北
庭
、

プ
ヱ

Y

ガ
ナ
、

タ
1
ジ
の
諸
閣
の
兵
が
涼
、
部
二
州
に
到
著
し
た
の
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
(
通
鑑
)
O

同
年
の
九
月
に
は
商
宗
の
弟

廉
平
主
似
(
後
け
代
山
一
ぷ
)
が
一
氾
帥
と
し
て
朔
方
、

安
西
、

ウ
〆
イ
グ

y
、
市
畿
、
タ

1
ジ
の
衆
二
十
市
内
を
宰
い
て
東
方
に
進
撃
を
開
始
し
た
(
新
醤
ぽ

代
日
本
紀
、
涌
徹
三
こ
れ
ら
の
こ
と
は
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
軍
隊
ま
で
か
戦
闘
に
参
加
し
た
こ
と
を
物
語
り
、
限
右
、

河
丙
の
軍
が
東
方
に
移
動
し
た

こ
と
は
大
同
か
ら
児
て
も
も
は
や
営
然
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
っ

尤
も
前
に
述
べ
た
ご
と
く
至
徳
一
五
載
六
月
に
太
子
字
が
馬
鬼
で
次
の
行
動
を
決
し
か
ね
て
い
た
と
き
、
建
寧
主
伎
は
d
k

朔
方
に
赴
く
べ
き
こ

と
を
薦
め
、
そ
の
抑
止
由
に
、
太
子
が
曾
て
朔
方
節
度
一
大
使
で
あ
っ
て
蕎
知
が
冬
い
こ
と
と
、

今
河
丙
帥
右
之
衆
皆
敗
陪
賊
、

父
見
子
弟
多
在
賊
中
、
戎
生
異
闘
。

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
(
通
鑑
)ο

こ
の
こ
と
は
一
見
如
何
に
も
河
問
、
限
右
の
軍
隊
が
甚
だ
数
多
く
叉
込
速
に
中
原
に
作
戦
し
敵
の
手
中
に
陥
つ

た
か
の
よ
う
な
印
象
を
輿
え
る
が
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
の
で
事
貰
を
こ
こ
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
朝
娃
で
は
さ
き
に
河
川
俗
翰
が

病
日
刊
を
理
由
に
従
軍
を
凶
融
附
し
た
の
を
許
さ
ず
御
史
中
丞
の
四
良
止
を
行
軍
司
馬
と
し
て
こ
れ
に
嵐
せ
し
め
た
。
寄
れ
削
翰
は
病
気
の
故
も
あ
っ

叫
凡
蕃
の
長
安
侵
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)

JL 
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年

記

念

論

集
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。
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-
一
-
一

l

て
軍
政
を
田
良
止
に
委
ね
た
が
、

田
良
丘
も
又
専
決
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
京
を
二
分
し
て
そ
の
騎
兵
部
隊
を
主
思
糟
の
支
配
下
に
お
い
た
。

と
こ
ろ
が
五
徳
元
載
の
六
月
に
寄
併
翰
は
部
下
の
蕃
勝
火
抜
蹄
仁
の
反
叛
で
、
結
局
安
城
山
に
降
服
の
や
む
な
き
に
.
去
っ
た
心

主
恩
鵡
は
金
城

燃
で
都
溶
ち
の
玄
宗
の
一
行
に
曾
っ
て
バ
闘
の
失
守
を
報
竹
し
た
が
(
安
時
山
事
蹟
傘
下
)
、

右
節
度
使
と
し
て
鎖
に
赴
か
せ
散
本
を
集
め
て
東
討
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
(
渦
鍛
同
年
六
月
乙
未
の
傑
)
0

朝
廷
で
は
念
逮
一
叶
併
翰
に
代
っ
て
主
恩
縛
.
を
河
阿
陥

こ
の
と
き
の
出
聞
に
お
け
る
寄
併
翰
軍
の

寅
情
が
よ
く
朝
廷
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
建
寧
主
の
右
の
言
葉
が
出
る
の
で
あ
る
が
、
事
責
は
少
し
く
相
違
し
て
い
た
。
一
週
鍬
五

徳
元
載
六
月
の
僚
に
は
、

主
恩
糟
京
十
一
平
涼
、
聞
河
両
諸
胡
飢
、
還
詣
行
在
、
初
河
阿
諸
胡
部
落
、
聞
其
都
議
背
従
寄
れ
川
翰
、
淡
於
爪
閥
、

比
一
手
円
立
相
攻
撃
、
一
山
都

護
貰
従
翰
、
在
北
埠
不
死
、

又
不
興
火
抜
蹄
仁
倶
降
賊
、

上
乃
以
河
閥
丘
、
鳥
使
周
泌
偽
河
西
節
度
使
、
附
附
有
兵
馬
使
彰
一
冗
耀
偽
陥
'
宥
節
度

使
、
輿
都
護
思
結
溢
明
等
倶
之
鎖
、
招
其
部
第
、
以
思
鵡
偽
行
在
都
知
兵
馬
使
。

と
あ
り
、
建
寧
王
の
一
一
・
一
円
葉
の
中
の
「
河
西
陣
右
之
衆
」
と
一
一
一
一
口
う
の
は
恩
結
H
N
m
己
(
九
姓
餓
勅

ω
一
一
姓
)
な
ど
の
名
か
ら
侭
像
で
き
る
よ
う
に
、
則

天
武
后
の
と
き
回
紘
、
凱
、
廿
皆
、
海
の
三
部
と
と
も
に
甘
涼
の
間
に
遜
っ
た
(
新
情
書
程
二
.
七
上
同
制
俸
上
)
北
方
遊
牧
民
の
一
一
阪
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
事
寅
か
ら
は
河
商
、
限
右
の
・
府
軍
が
「
皆
敗
降
賊
」
し
た
と
一
一

J

勺
つ
こ
と
は
結
論
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

河
町
、
附
右
の
地
方
が
空
厳
に
な
っ
た
こ
と
は
必
然
的
に
こ
の
方
市
に
お
い
て
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
吐
蕃
を
積
極
的
に
軍
事
的
活
動
へ
誘

う
原
因
と
な
っ
た
。
新
体
に
は
、

山
聞
の
守
備
が
破
れ
て
黄
河
、
洛
水
の
線
で
敵
(
ヂ
一
般
山
)
を
防
禦
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
こ
に
河
西
、

開
右
、

朔
方
の
将
軍
を
す
べ
て

召
集
し
、
軍
を
統
率
し
て
困
難
の
不
定
に
赴
か
せ
た
。
こ
れ
を
行
債
と
台
、
っ
。

〔
こ
う
し
て
〕
さ
き
の
本
来
の
軍
使
と
港
境
の
諸
州
に
は



防
衛
の
備
え
が
な
く
な
っ
た
。
乾
元
の
年
〔
七
五
八
|
九
〕
以
後
は
吐
蕃
は
わ
が
方
の
間
隙
に
乗
じ
て
日
に
日
に
遜
境
の
城
に
せ
ま
り
、
.J-

<<J 

る
い
は
掠
奪
殺
傷
を
う
け
、

あ
る
い
は
海
や
谷
に
樽
死
し
、

数
年
の
後
に
は
鳳
掬
の
西
、
部
州
の
北
は
こ
と
ご
と
く
蕃
人
の
領
域
と
な
っ

て
数
十
の
州
が
委
を
消
し
た
。

と
あ
る
。

至
徳
一
苅
載
の
八
月
に
吐
蕃
の
ツ
ェ

y
ポ
は
ウ
イ
グ

Y

の
カ
ガ

y
と
相
つ
い
で
使
を
遣
わ
し
救
援
の
軍
隊
を
怠
る
こ
と
を
申
し
出
た

(
醤
唐
書
購
宗
本
紀
、
明
府
一
苅
調
巻
九
七
一
一
.
外
匝
部
助
闇
討
伐
、
通
鑑
)
。

ウ
イ
グ

Y

に
は
翌
九
月
に
部
主
守
鵡
の
子
承
来
を
敦
煤
主
と
し
て
和
親
の
た
め
に
泣

わ
し
た
が
(
彊
尉
書
輔
宗
本
紀
、
一
泊
鑑
)
、

目
的
は
勿
論
ウ
イ
グ
グ
の
援
兵
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、

承
宋
は
ブ
ヱ
M
Y

ガ
ナ
の
兵
を
も
殺
し
、

a
E苦

品
M
ワ
品
同
一
寸
一
一
ヨ

H

闘
に
も
厚
賞
を
以
て
報
い
る
こ
と
を
識
し
、

安
丙
の
丘
パ
に
従
っ
て
入
援
す
る
こ
と
を
慾
滋
し
た
(
油
鑑
同
年
九
月
の
保
)

d

こ
の
と
き
山
朝
が
同
絞

に
吐
蕃
に
向
っ
て
援
助
を
求
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
彼
等
に
信
頼
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

恐
ら
く
こ
の
こ
と
は
偉

の
ウ
イ
グ
w
y

の
庇
に
お
け
る
厚
遇
と
併
せ
考
え
て
吐
蕃
の
感
情
を
相
嘗
害
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

剣
山
方
面
に
つ
い
て
は
遁
錐
同
年
九
月
の
僚
に
、
南
詔
が
飢
に
乗
じ
て
越
路
命
日
同
軍
を
陥
れ
清
渓
聞
に
よ
っ
た
こ
と
を
体
え
る
が
、
マ
週
倣
台

d

異
に
は
、山

川
暦
、

是
月
吐
蕃
陥
川
市
州
。

と
あ
り
、
南
詔
の
背
後
に
は
吐
蕃
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
年
代
記
猿
の
年
(
七
A
hハ
)

の
時
に
は
(
ワ
吋
巴
・
ヮ
・

2
)
、

ロ
ゾ
チ
プ
サ
ゾ

ロ
ゲ
ロ
]
仏
】
丘
町
N
m
w
p

と
シ
ャ

Y

ト
ソ
ツ
ヱ
ン
印
}
g
P
1
0
P
1
S
-
H
H
と
カ
グ
ラ
ポ

γ
同州

ω
m
z
g
p
三
人
は
軍
を
率
い
て
セ
チ

.::z.. 

∞o
n
c
ペ
属
一
州
?
)
を
破
り
、

ツ
ェ
チ

叶
誌
の
一
ま
で
伍
服
せ
り
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ロ
ン
チ
プ
サ

γ
、
シ
ャ
ン
ト
ソ
ツ
ェ
ン
は
後
の
長
安
攻
略
に
も
従
軍
し
た
吐
蕃
の
闘
将
で
あ
り

(
後
油
)
、

カ
グ
ラ
ポ
ゾ
は

「
開
遜
鳳
」
日
向
貯

E
r
a
-
c
c
m
で
南
詔
主
の
名
で
あ
る
。
新
庶
書
本
紀
同
年
末
に
も
、
「
是
成
」

の
事
件
と
し
て
附
慨
に
、

吐
審
陥
制
州
。

社
蕃
の
長
生
侵
入
に
り
い
て
(
佐
疎
〕

‘

'h l
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し
て
通
鑑
は
、
吐
蕃
が
威
戎
、
紳
威
、
定
戎
、
宣
威
、
制
勝
、
金
天
、

と
あ
る
の
も
同
一
事
件
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
誤
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
陥
右
方
面
で
は
時
日
は
明
か
で
な
い
が
、
や
は
り
同
年
の
こ
と
と

合

?

天
成
の
諸
軍
と
石
像
一
城
、
百
谷
城
、
彫
築
城
を
陥
れ
た
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。

新
体
至
徳
二
載
〔
七
五
七
〕
の
僚
に
は
、

使
使
京
都
講
討
賊
、

且
仰
川
好
、
粛
宗
遺
給
事
中
南

E
川
報
聴
。

と
あ
り
、
冊
府
元
亀
巻
九
七
一
一
一
外
臣
部
助
闇
討
伐
同
年
二
月
の
傑
に
も
吐
蕃
の
「
請
助
討
賊
」
の
こ
と
を
侍
え
、

同
じ
く
径
九
七
九
外
臣
部
和
親
第
一
一
に

は
同
年
の
こ
と
と
し
て
南

E
川
を
遺
使
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
吐
蕃
が
救
援
を
押
寅
り
し
、
そ
れ
に
針
し
て
庇
側
で
は
械
め
て
温
和

な
態
度
に
出
て
い
る
こ
と
が
附
か
で
あ
る
。
奮
唐
書
粛
宗
本
紀
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
三
月
葵
亥
に
か
け
ら
れ
て
お
り
、
法
命
問
要
巻
九
七
吐
一
番
同

年
同
月
の
僚
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
年
代
記
に
は
鳥
の
年
(
七
五
七
)
の
こ
と
と
し
て
(
巴
吋
出
・
司
・

3
、

夏
に
ヅ
ェ

γ
ポ
の
宮
廷
は
バ
バ
ム
の
ャ

Y
プ

γ

烈
H
Z
B
ω
m
v
L
の
'
志
向
門
口
問
。
P

に
あ
り
、

ジ
ナ
の
使
者
は
敬
意
を
表
し
来
れ
り
。

と
言
う
が
、
時
期
的
に
見
て
こ
の
使
者
は
南

E
川
を
指
し
て
い
る
も
の
に
相
還
な
い
。

和
戦
爾
様
の
交
渉
を
以
て
吐
蕃
は
漸
次
・
唐
を
摩
迫
し
て
ゆ
く
。
二
載
(
七
五
七
)
の
十
月
に
は
西
卒
郡
(
部
州
)
を
陥
れ
(
新
醤
底
割
岡
本
紀
、
通
鍛
)
、

翌
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
に
は
河
源
軍
を
陥
れ
た
(
通
鑑
同
年
末
の
傑
)

0

上
元
元
年
(
七
六
O
)
に
は
廓
州
が
陥
落
し
た
か
ら
(
新
臨
書
木
紀
)
、
青
海
山
脈

の
南
北
の
唐
の
援
貼
は
と
も
に
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
新
俸
は
南

E
川
の
報
聴
に
次
い
で
重
要
な
記
述
を
な
し
て
い
る
。
郎

ち、

〔
一
方
吐
蕃
は
〕
年
ご
と
に
内
部
に
侵
入
し
て
廓
、
覇
、
眠
な
ど
の
諸
州
と
河
源
、
莫
門
な
ど
の
軍
を
占
領
し
た
。
そ
し
て
使
者
は
し
ば

し
ば
来
て
卒
和
を
願
っ
た
。

帝

(
l粛
宗
〉
は
そ
の
詐
り
な
の
を
よ
く
知
っ
て
い
た
が
、
暫
く
の
間
で
き
る
だ
け
災
を
緩
め
よ
う
と
思
つ

て
、
宰
相
の
郭
子
儀
、
粛
華
、
表
遵
慶
ら
に
詔
を
下
し
て
〔
吐
蕃
と
〕
盟
約
さ
せ
た
。



と
あ
り
、

こ
れ
に
針
臆
す
る
奮
俸
の
記
載
は
、

粛
宗
の
〔
賓
協
同
仏
〕
元
年
〔
七
六
二
〕
建
寅
の
月
の
甲
辰
の
日
に
吐
蕃
は
使
者
を
来
朝
さ
せ
て
講
和
を
願
っ
た
。

H
H
a
n
-

、，，.

粛
華
、
張
遵
慶
な
ど
に
勅
を
下
し
て
中
害
省
に
宴
曾
を
開
き
、
そ
れ
よ
り
光
宅
寺
に
行
っ
て
盟
を
し
、
三
匹
の
犠
牲
献
の
血
を
秋
る
こ
と

〔
そ
こ
で
〕
宰
相
の
郭
子
儀
、

こ
し
た
。

〔
し
か
し
〕
寺
院
に
行
っ
て
盟
を
す
る
と
言
う
こ
と
は
〔
今
ま
で
に
〕
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
明
日
鴻
膿
寺
に
お
い
て
血

を
秋
り
、
そ
し
て
更
に
蕃
人
の
儀
糟
を
も
重
ね
て
行
な
う
こ
と
を
願
っ
て
許
可
が
下
さ
れ
た
。

と
あ
り
、
冊
府
元
亀
巻
九
八
一
外
医
部
開
誓
に
も
宰
相
の
名
は
あ
げ
て
な
い
が
、

ほ
ぼ
同
様
の
文
が
見
え
、

叉
同
害
程
九
八
O
外
底
部
通
好
に
、

一寸

吐

審
が
来
朝
し
て
和
を
請
う
た
の
で
宰
相
郭
子
儀
、
驚
華
、
表
選
慶
ら
に
中
書
省
で
宴
せ
し
め
た
」
と
あ
る
。
新
・
庶
書
本
紀
及
び
遁
鑑
の
同
月
同

日
の
傑
に
は
「
吐
蕃
が
和
を
請
、
っ
た
」
と
簡
輩
に
記
し
て
あ
る
が
、
事
賞
は
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
時
の
盟

約
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
中
園
史
料
に
手
が
か
り
が
な
い
。
た
だ
手
ペ
ッ
ト
史
料
の
ポ
タ
ラ
碑
文
(
印
・
】

-
b
L
φ
)
に
(
旨
R
F・
句
・
ロ

L
∞)、

ツ
ヱ
ソ
ポ
、

チ
ソ
ソ
デ
ツ
ェ
ソ
は
深
慮
あ
り
、
優
れ
た
る
勧
告
に
よ
っ
て
、
政
治
に
つ
き
で
は
な
し
た
る
こ
と
す
べ
て
よ
ろ
し
く
、

@
 

γ
ナ
君
主
へ
ウ
キ
ワ

γ
-ア
出
向
日
宮
グ
広
君
"
P
R
は
君
臣
と
も
に
恐
れ
、

ミ/

ナ

の
領
域
に
麗
せ
る
多
く
の
閣
の
城
塞
を
征
服
し
牧
め
た
り
。

年

ご
と
に
常
に
貢
物
と
し
て
絹
、
織
物
五
寓
を
捧
げ
、

キ
ワ

γ
一
ア
は
逝
き
、

ジ
ナ
は
貢
物
を
支
携
わ
し
め
ら
る
る
こ
と
と
な
れ
り
。
そ
の
後
ジ
ナ
君
主
御
父
へ
ク

@
 

シ
ナ
君
主
御
子
ワ
Y

ぺ

γ
ワ
γ

さ
包
同
】
O
P

巧
包
主
と
し
て
あ
り
し
が
、

チ
ペ
ッ
ト
に
貢
物
を
支
梯
う
こ
と
能
わ
ず
、

ツェ

Y

ボ
御
心
を
悩
せ
し
折
、

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
粛
宗
は
乾
元
元
年
正
月
に
光
天
文
武
犬
墓
孝
感
皇
帝
の
掌
競
を
と
り
、
同
二
年
五
月
、
上
元
二
年
九
月
に
は
多
少
こ
の

⑮
 

食
慨
を
鍵
え
た
が
孝
感
皇
帝
の
名
は
清
明
い
て
そ
の
ま
ま
用
い
た
(
新
嘗
腐
害
本
紀
特
年
月
の
傑
)

0

の
散
っ
た
形
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
刊
o

文
中
の
へ
ヲ
キ
ヲ
Y
-
ア
が
孝
感
皇
帝
U

へ

E
E
B

日
、
プ
ど

Mm
色
作
一

ワ
ン
.
へ

γ
ワ
ン
は
庚
卒
王

-qbロ
m
E
Jロ
m
t
dロ
m
の
一
音
寓
で
、
爾
宗
の
子
倣
、

の
ち

の
代
宗
皇
帝
を
指
し
て
い
る
。

d
k

〈
包
宮
H
J
2
5
は
一
菅
篤
と
し
て
は
不

E
確
で
、

ヲ
チ
ャ

1
ド
ソ
γ
氏
が
注
意
す
る
ご
と
く
日
・

2
の

同
巧
包

枇
蕃
の
長
安
侵
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)

J乃:
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11
一

引

古
門
戸
当

mwp
が
E
し
い
綴
字
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
字
国
一
回
、
.
匂
・
日

)
O

こ
の
碑
文
で
は
明
か
に
粛
宗
の
と
き
に
歳
賜
の
盟
約
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
言
、
つ
が
、

一
方
年
代
記
虎
の
年
(
七
六
で
)
の
伐
に
も
(
日
ロ
・
っ
・

3
、

晩
冬
シ
ナ
の
君
主
は
逝
き
て
、

ジ
ナ
の
君
主
新
に
立
ち
た
り
。
絹
の
貢
物
と
地
聞
な
ど
献
上
す
る
こ
と
能
わ
ず
、

〔
シ
ナ
の
〕

同
家
は
山
朋

壊
せ
り
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
事
貰
は
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
チ
ペ
ッ
ト
側
の
史
料
に
は
間
約
の
行
な
わ
れ
た
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
情
同

的
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
彼
我
の
妖
況
を
考
え
合
せ
て
こ
れ
を
賓
腰
元
年
(
七
六
二
)
の
盟
約
の
内
容
と
昆
た
い
。

し
か
し
嘗
時
の
府
朝
が
吐
訴
に
輿
え
る
多
く
の
歳
賜
を
準
備
す
る
こ
と
は
内
外
の
妖
勢
か
ら
見
て
困
難
で
あ
っ
た
。
碑
文
の
体
え
る
こ
の
約

東
は
唐
朝
で
は
到
底
守
り
得
な
か
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
吐
蕃
と
し
て
は
絶
好
の
侵
略
の
口
寅
を
こ
こ
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
警

「
同
年
六
月
に
吐
蕃
は
燭
番
葬
耳
ら
二
人
に
貢
物
を
持
っ
て
入
朝
さ
せ
、
天
子
は
延
英
殿
に
引
見
し
て
賜
物
を
輿
え
た
」
と
あ
る
が
、

停
に
は
、

こ
れ
は
一
腰
和
平
の
ポ

1
ガ
を
と
っ
た
だ
け
で
、
異
質
吐
蕃
が
和
平
を
心
か
ら
願
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
頗
る
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
っ

即
ち
蕎
昨
川
書
代
宗
本
紀
及
び
祈
停
の
賓
腰
元
年
の
僚
に
は
「
是
歳
」
の
こ
と
と
し
て
、

吐
蕃
陥
我
臨
挑
、
秦
、
成
、
沼
等
州
。

と
あ
り
、
新
唐
香
粛
宗
代
宗
本
紀

の
同
年
の
僚
に
は
や
は
り
「
是
歳
」
の
こ
と
と
し
て
、

吐
審
泡
泰
、
成
、
清
三
州
。

と
あ
っ
て
、
早
く
も
吐
蕃
軍
の
侵
冠
を
停
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
明
織
で
な
い
が
、
針
臆
す
る
と
思
わ
れ
る
年
代
品
前
摘
虎
の

年
(
じ
ヴ
.
)
の
僚
に
は

(EZ・勺・
3
)
、
引
縄
い
て
、

ジ
ャ

γ
ギ
ェ

U
F

ジ
グ

mrmw伊

M-m3-N一旬、

切
り
て
攻
撃
を
か
け
た
り
。

シ
ャ

γ
ト

ン

ツ

ェ

ン

ω
r
g
a
g
ユE
D
ら
は
プ
ム

y
y
の
鍛
橋

P
E
-
z
一2
m
g
g
を
横

プ
シ
ン
ク
J
Y

.~ 
0" 
c 
ゅの

... 
v c 
ロ、

シ

γ
チ
ュ

N
r
H
の
口
、

ガ
チ
ユ

。ω
2
な
ど
シ
ナ
の
多
く
の
城
寒
一
は
彼
ら
れ



E
主

A
A月
ι
4
3
ヌ
札
主
宰
立

L
'
』

1
j
o

-

-

と
あ
る
。

プ
シ
ン
ク

γ
は
新
唐
書
巻
四
O
地
理
志
、
備
問
右
遁
廓
州
の
傑
に
、
廓
州
よ
り
、

西
南
百
四
十
里
渋
滞
橋
、
有
金
天
軍
、
其
東
南
八
十
里
百
合
城
、
有
武
寧
軍
・
・
・
・
比
白
一
犬
賓
十
三
載
制
限
。

と
あ
る
武
寧
軍

4
2
邑

g
m
E
Eロ
で
あ
ろ
う
。
元
和
郡
勝
圃
志
桂
一
一
一
九
階
右
道
上
廓
州
の
保
に
は
、
治
下
の
各
軍
と
と
も
に
、

武
寧
軍
在
洪
湾
橋
東
南
八
十
里
百
谷
城
:
・
:
・
・
・
・
並
天
賓
十
三
年
寄
れ
削
翰
奏
置
。

と
あ
り
、
寄
傍
翰
の
決
定
的
な
作
戦
の
後
に
置
か
れ
た
庇
の
最
前
線
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
「
寧
」
を
な
P

で
寓
す
の
は
い
さ
さ

か
疑
問
が
も
た
れ
る
が
、

恐
ら
く
チ
ぺ
ッ
ト
字
宮
と
官

の
字
形
の
類
似
よ
り
縛
寓
の
際
に
誤
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

シ
ン
チ
ュ
は
秦
州

円
凶

N
A
め
ロ
主
主
で
あ
り
、

ガ
チ
ュ
は
河
州

zmb一ωロ
と
見
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

従
っ
て
こ
の
記
事
は
嘗
然
漢
文
史
料
の
裏
付
を
な
し
て
い
る

も
の
で
、
吐
蕃
の
大
規
模
な
作
戦
行
動
が
い
よ
い
よ
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
侵
入
は
盟
約
の
年
の
事
件
で
あ
る
が
、
時
期
は
恐
ら
く
盟
約
の
行
な
わ
れ
た
後
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
迅
速
さ
は
歳
賜
の
約

東
を
守
ら
な
か
っ
た
と
一
一
号
つ
理
由
は
と
も
あ
れ
、
唐
の
難
局
に
つ
け
こ
ん
だ
珠
定
の
行
動
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
年
代
記
に
よ
れ

り ば
(
ロ
ロ
同
・
ヲ

S
)
こ
の
年
の
春
の
集
舎
は
一
一
筒
所
で
あ
り
そ
れ
は
一
回
だ
け
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
夏
の
集
舎
は
三
箇
所
で
行
な
わ
れ
て
お

チ
イ
ッ
ト
各
地
で
軍
隊
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
縫
い
て
前
掲
の
シ
ャ
ン
ギ
ェ
グ
シ
グ
、

シ
ャ
ン
ト
ソ
ツ
ェ
ン
の
東
方
準

撃
が
述
べ
ら
れ
て
、

こ
の
年
の
吐
蕃
の
行
動
は
一
連
の
連
開
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
中
闘
の
文
献
が
輿
え
る
よ
う
な
断
片
的
な
事
賓
と
は

全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。五

作
戦
の
秘
薩
の
た
め
か
、

翌
賓
康
二
年
三
月
に
は
吐
蓄
は
唐
朝
の
遣
わ
し
た
使
者
、
左
散
騎
常
侍
御
史
大
宍
の
李
之
芳
と
太
子
左
版
予
粂
御

叫
凡
蕃
の
長
安
値
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)

Ii. 
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史
中
丞
の
花
倫
を
闘
境
に
止
め
て
(
新
欝
俸
、
加
府
元
緬
巻
九
八
O
涌
好
)
入
れ
ず
、
軟
禁
獄
態
に
お
い
わ
。
尤
も
通
鑑
康
徳
一
万
年
夏
四
月
の
僚
に
、

郭
子
儀
数
上
一
言
、
吐
存
党
項
不
可
忽
、
宜
早
偽
之
備
。

と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
吐
一
帯
の
作
戦
開
始
は
郭
子
儀
な
ど
に
は
早
く
か
ら
察
知
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
軍
事
行
動
は
機
繍
し
、

翌
康
徳

元
年
七
月
に
は
吐
審
は
閥
、

河
、
部
、
挑
な
ど
の
附
右
の
諸
州
を
陥
れ
(
新
暦
書
本
紀
、
新
惇
)
、
遜
勝
は
念
を
告
げ
た
が
、
嘗
時
朝
廷
に
勢
力
を
振

っ
た
官
官
程
一
克
振
は
皆
こ
れ
を
押
え
て
上
奏
し
な
か
っ
た
。

九
月
二
十
日
に
は
犯
原
が
陥
れ
ら
れ
(
通
鑑
注
段
公
家
俸
)
、

問
州
刺
史
の
高
町
は
敵

に
降
り
、
途
に
そ
の
務
道
?
と
な
っ
て
十
月
に
は
細
川
州
に
至
っ
た
。
天
子
が
入
冠
の
事
賞
を
知
っ
た
の
は
漸
く
こ
の
と
き
で
あ
っ
た
と
言
、
つ
(
通
鑑
)
O

吐
蕃
は
更
に
進
ん
で
奉
天
際
、
武
功
前
例
に
至
っ
た
か
ら
、

人
心
は
動
揺
し
、
朝
廷
は
狼
狽
し
て
、
経
王
活
を
閥
内
元
帥
と
し
郭
子
儀
を
副
元
帥

と
し
て
成
陽
に
出
て
こ
れ
を
防
禦
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
(
嘗
唐
書
巻
一
二
O
郭
子
儀
停
)
0

し
か
し
郭
子
儀
は
こ
の
年
の
八
月
に
河
東
よ
り
入
朝
し
て

長
安
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
だ
け
で
、
部
下
を
手
許
に
も
た
ず
漸
く
二
十
騎
を
召
募
し
て
成
陽
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
針
す
る
吐
審
軍
は
吐
谷
海
、

延
延
数
十
里
に
わ
た
り
、
盤
底
燃
の
司
竹
闘
で
清
水
を
波
炉
、
山
に
沿
う
て
東
方
へ

党
項
、
底
、
発
を
合
せ
て
二
十
寓
と
言
、
っ
大
軍
で
あ
り
、

進
撃
し
た
(
醤
唐
書
本
紀
、
通
鑑
)
0

郭
子
儀
は
判
官
の
中
香
合
人
王
延
昌
を
や
っ
て
増
兵
を
天
子
に
願
出
た
が
、
こ
の
時
も
程
元
振
に
遮
ら
れ
て
天

子
に
詞
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
(
油
鑑
)
0

一
方
消
北
行
皆
兵
馬
使
呂
月
将
(
新
庶
書
木
紀
、
背
唐
書
郭
子
儀
博
、
通
鑑
は
日
将
)

は
精
兵
二
千
を
ひ
き

つ
れ
て
謎
庄
の
両
方
で
載
っ
て
こ
れ
を
破
り
、
更
に
終
南
に
戦
っ
た
が
月
勝
は
途
に
敗
北
し
た
(
新
停
、
通
鑑
)
。
吐
審
は
そ
の
勢
で
便
橋
を
渡
つ

て
長
安
に
せ
ま
っ
た
か
ら
代
宗
は
念
に
山
欧
州
(
河
南
省
以
鯨
)
に
豪
鹿
し
、
官
吏
、
軍
隊
は
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
首
都
を
棄
て
て
逃
亡
し
た
。
郭

子
儀
が
こ
の
朕
態
を
聞
い
て
成
陽
よ
り
長
安
に
蹄
っ
た
と
き
に
は
、
代
宗
は
正
に
苑
内
を
出
て
渡
水
を
渡
り
東
に
向
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
(
油
鑑
)
O

十
月
戊
寅
に
吐
蕃
は
高
附
の
案
内
で
首
都
長
安
城
に
入
城
し
た
が
、
新
・
唐
書
記
佑
二
O
七
程
元
振
停
に
記
さ
れ
た
太
常
博
士
柳
侃
の
上
言
に
は
、

〔
吐
審
〕
不
血
匁
市
入
京
城
、

謀
臣
不
奮
一
言
、
武
士
不
力
一
戦
。

と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
庇
朝
の
醜
態
も
さ
る
こ
と
な
が
-h
、
そ
の
占
領
は
彬
め
て
容
易
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
の

入
城
後
の
吐
蕃
は
例
に
よ
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っ
て
府
庫
、
市
街
を
略
奪
し
、
民
家
を
焼
く
な
ど
相
営
の
暴
行
を
働
い
た
。
遁
鑑
は
こ
の
欣
態
を
「
長
安
中
粛
然
一
空
」
と
形
祭
し
、
そ
の
徹

ほ
し
た
掠
奪
ぶ
り
を
，
労
常
さ
せ
て
い
る
。

一
方
高
町
は
吐
蕃
の
大
勝
馬
重
英
と
と
も
に
庚
武
壬
承
宏
を
立
て
て
皇
帝
と
し
、

改
元
し
て
大
赦
を

行
い
、
前
翰
林
墜
士
の
李
可
封
(
新
唐
書
絵
八
一
、
一
一
一
宗
諸
子
列
俸
権
一
王
守
砲
の
係
、
通
鑑
は
子
可
封
)
を
相
と
し
、
百
官
を
砦
寵
し
て
低
価
政
椛
を
樹
立
し
た
。

叉
侍
中
の
苗
誌
臼
卿
が
老
病
で
臥
し
て
い
た
の
を
輿
を
や
っ
て
迎
え
こ
れ
を
脅
迫
し
た
が
、
思
日
卿
は
沈
黙
し
て
一
一
五
も
後
せ
ず
暗
暗
裏
の
抵
抗
を

示
し
た
(
新
唐
害
程
一
凹
O
苗
晋
卿
俸
)

0

長
安
城
を
出
た
高
官
、
豪
族
は
皆
荊
裏
地
方
に
逃
れ
、

統
一
を
失
っ
た
官
軍
の
兵
士
も
首
都
を
去
っ
て
方

方
で
掠
奪
を
働
き
牧
拾
っ
か
ぬ
混
飢
が
起
っ
た
(
奮
博

)
0

郭
子
儀
は
わ
ず
か
の
手
兵
と
そ
の
妻
子
下
僕
ら
を
連
れ
南
の
方
の
牛
心
谷
に
退
避
し

た
。
彼
が
行
く
べ
き
道
を
決
定
し
か
ね
て
い
る
の
を
見
て
王
延
昌
と
段
察
御
史
の
李
苓
は
、
南
方
商
州
に
行
き
、
そ
れ
よ
り
行
在
に
赴
く
こ
と

玉
山
的
問
を
通
っ
て
商
州
に
向
っ
た
。
蛍
時
商
州
に

を
薦
め
た
。
し
か
し
大
道
を
通
過
す
る
こ
と
は
危
険
な
の
で
や
は
り
王
延
昌
の
一
一
一
口
に
従
い
、

は
長
安
か
ら
六
軍
の
将
張
知
節
が
逃
れ
て
来
、
避
難
し
て
い
る
官
民
や
土
地
の
人
聞
か
ら
財
産
、
乗
馬
な
ど
を
撚
に
掠
奪
し
て
い
た
。
主
延
昌

は
李
募
と
と
も
に
張
知
節
に
曾
い
、
郭
子
儀
の
指
揮
を
、
つ
け
て
功
績
を
立
て
る
こ
と
を
慾
憩
し
た
が
、

張
知
節
も
そ
の
一
一
言
に
従
う
こ
と
に
し
た
。

都
虞
俣
の
戚
希
譲
、
鳳
朔
節
度
使
の
高
昇
の
ほ
か
彰
鰻
盈
、
李
惟
先
な
ど
お
の
お
の
手
兵
を
率
い
て
千
人
に
近
い
軍
兵
が
こ
こ
に
集
結
し
た
。

玉
延
昌
は
諸
特
に
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
、
李
首
す
は
歎
騎
を
率
い
て
郭
子
儀
を
迎
え
に
行
き
洛
南
よ
り
十
余
里
の
と
こ
ろ
で
こ
れ

に
追
い
つ
い
た
。
そ
れ
よ
り
同
道
し
て
商
州
に
蹄
っ
た
が
、
諸
将
は
皆
そ
の
命
令
に
従
う
こ
と
を
更
め
て
約
束
し
た
。

一
方
商
州
の
東
方
の
武

闘
か
ら
も
援
兵
が
到
着
し
約
四
千
人
と
な
り
士
気
は
漸
く
上
っ
て
き
た
(
嘗
俸
・
萄
席
害
程
ゴ
ズ
リ
郭
子
儀
俸
)
O

険
州
の
代
宗
は
吐
蕃
が
東
行
し
て
泌

闘
を
突
破
す
る
こ
と
を
恐
れ
子
儀
に
行
在
に
直
行
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、

子
儀
は
首
府
を
回
復
す
る
こ
と
が
先
決
で
、
そ
れ
を
し
な
い
う
ち

は
天
子
の
顔
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
藍
田
に
味
方
の
軍
が
進
出
す
れ
ば
吐
蕃
は
決
し
て
東
進
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
上
奏
し
た
。
折
し

Jm-m
川
林
将
軍
の
長
孫
会
緒
が
二
百
騎
を
連
れ
て
郭
子
儀
に
従
っ
た
の
で
、

子
儀
は
彼
を
藍
回
に
行
か
せ
敵
の
行
動
を
偵
察
さ
せ
た
。
長
孫
谷
一
緒

は
韓
公
堆
に
行
き
、
警
は
太
鼓
を
打
ち
旗
峨
を
盛
に
立
て
、
夜
は
火
を
多
く
焚
い
て
大
軍
が
い
る
ご
と
く
吐
春
に
見
せ
か
け
た
。

一
方
こ
れ
と

枇
蕃
の
長
安
侵
入
に
つ
い
て
(
佐
肱
)

-
H
-
F
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は
無
関
係
に
前
光
旅
卿
の
股
仲
卿
が
首
都
を
逃
れ
藍
田
に
来
り
、

千
人
に
近
い
兵
を
集
め
て
こ
の
地
を
信
持
し
て
い
た
が
、
間
も
な
く
彼
は
官

軍
が
近
く
に
い
る
の
を
探
知
し
、

遂
に
長
孫
本
一
一
緒
と
連
絡
し
、
書
を
郭
子
儀
に
法
っ
て
そ
の
行
動
を
知
ら
せ
た
。
市
し
て
仲
卿
は
二
百
徐
騎
を

率
い
て
滑
水
を
滞
っ
た
か
ら
、
吐
蕃
は
不
安
を
感
じ
、

人
人
の
「
郭
公
の
軍
が
来
て
い
る
が
大
軍
で
あ
る
か
ら
そ
の
教
は
介
ら
な
い
。
」

と
し1

う
言
を
信
じ
て
退
却
し
た
。
吐
蕃
は
最
初
か
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
軍
を
長
安
に
駐
め
る
意
圃
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
一
過
鑑
に
は
、

吐
審
銃
立
庚
武
王
承
安
、
欲
掠
城
中
士
女
百
工
、
整
衆
蹄
闘
。

と
そ
の
賞
情
を
池
べ
て
い
ろ
。

城
中
に
は
未
だ
吐
蕃
軍
の
一
部
が
残
っ
て
い
た
が
、
長
孫
令
一
緒
一
は
射
生
勝
の
王
甫
を
や
っ
て
城
中
の
悪
少
年
教
百
を
集
め
、
夜
は
太
鼓
を
打

っ
て
朱
雀
街
に
「
官
軍
至
る
」
と
喚
韓
を
あ
げ
て
歩
か
せ
た
た
め
、
吐
蕃
は
狼
狽
し
て
速
か
に
撤
退
し
た
(
新
宮
府
書
郭
子
僕
偉
)
。
股
仲
卿
の
軍
も

入
城
し
間
も
な
く
郭
子
僕
の
本
隊
も
入
城
し
て
城
内
は
漸
く
安
静
に
蹄
し
た
(
嘗
樽
)

0

一
方
吐
蕃
に
降
服
し
て
そ
の
佼
入
を
助
け
た
高
町
は
吐

蕃
の
長
安
撤
退
を
聞
き
、
コ
一
百
の
兵
を
ひ
き
つ
れ
て
東
走
し
て
減
闘
に
向
っ
た
が
、
守
婚
の
李
日
越
に
捕
え
ら
れ
て
刈
利
さ
れ
た
(
品
館
)

0

月

壬
辰
に
は
朝
径
は
元
載
を
一
光
帥
行
軍
司
馬
と
し
、
第
五
埼
を
京
兆
手
と
し
、
本
、
巳
に
は
郭
子
儀
を
阿
京
留
守
と
し
た
(
泊
鑑
)

O

成
軍
は
漸
く
こ

こ
に
首
郡
長
安
を
、
吐
蕃
の
占
領
以
来
約
十
五
日
で
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
長
安
の
陥
溶
か
ら
問
復
ま
で
の
経
過
は
中
間
史
料
に
よ
れ
ば
右
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
に
は
時
審
の
将
軍
の
名
は
烏
重
英
が

一
つ
見
え
る
だ
け
で
他
は
一
向
明
か
で
な
い
。

こ
の
黙
ポ
タ
ラ
碑
文

(m
・】
-
m
u
t叶
印
)
は
吐
蕃
側
か
ら
見
た
事
件
の
経
過
と
と
も
に
我
我
に
絶
好

の
史
料
を
提
供
す
る
(
〉
日
戸
・
句

-zL2)。

ヅ
ヱ
ン
ポ
御
心
を
悩
ま
せ
し
折
、
グ

Y
一ブム

Y
コ

Y
Z
S
F
S
Eロ
EHOD
は
シ
ナ
閣
の
中
心
、
シ
ナ
君
主
の
王
庭
京
師

2
5
σ
B
D
閉
め
ひ

な
に
兵
を
準
め
る
荷
台
の
大
策
を
捧
げ
た
り
。

京
師
に
進
む
べ
き
軍
の
司
令
官
と
し
て
シ
ャ

Y

チ
ム
ギ
ェ

Y
ギ
ェ

Y

シ
グ
シ
ュ
-
ア
ン

切
宮
町
戸
沼
♀
ZMW
叫問}品一円
mヨ一
N

釘

ω
州
ロ
岳
包
と
官
ジ
タ
グ
一
フ

Y
コ

y

巴
oロ
ωgmmm-・ω
r
z
z
s
p
の
二
人
は
任
命
さ
れ
た
り
。
京
師
に



進
み
て
チ
ウ
チ

Y

の一一回口円一円

の
渋
し
場
の
堤
防
に
ジ
ナ
と
大
い
に
戦
い
て
、

③
 

内
戸
、
白
日
出
P
}
Z
D
も
京
師
の
城
京
よ
り
去
り
て
、

チ
イ
ッ
ト
は

〔
敵
を
〕
撃
ち
退
け
ジ
ナ
を
多
く
殺
し
た
り
。

よ
っ
て
シ
ナ
君
、
五
ク
ヮ

Y

ぺ
Y

ワ
プ

シ
コこ

ム
チ
ュ

∞m
o
g
n
一一
vz
に
逃
れ
て
、

い
孔
市
土

]
f
l
 

征
服
さ
れ
た
り
。

シ
ナ
の
内
大
臣
ギ
ェ
ウ
ロ
ン
ケ

γ
』
.
『

m11-
口
H
H
7
0
D

ら
は
ド
ゾ
カ

γ

c
c
D
 r5・伊国同

と
ポ
カ

γ

∞。
r
E同・・

ツ
ェ
ン
ポ
の
民
・
・

チ
イ
ッ
ト
に
す
べ
て
と
・
:
;
:
:
金
城
公
主
呂
田
口

m
g
r
c
D
g
の
比
弟
:
・
:
:
よ
り
か
か
り
て
;
・
:
:
大
医
:
:
・

:
大
小
の
主
た
ち
:
・
・
主
闘
の
内
部
に
栴
讃
の
名
聴
を
、
水
濯
に
轟
か
せ
り
。

先
ず
こ
の
碑
文
内
の
固
有
名
詞
に
つ
い
て
若
干
説
明
し
て
お
こ
う
。

同
一
件
を
指
し
、

そ
の
波
し
場
の
と
こ
ろ
の
堤
防
の
上
で
戦
闘
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
中
園
史
料
を
補
う
新
事
貰
で
あ
る
。

第
一
に
チ
ウ
チ
U
Y

は
リ
チ
ャ
!
ド
ソ
プ
民
の
一
一
・
一
日
う
ご
と
く
盤

.
M
d
g

第
二
に
グ
ヮ
ン
ペ

y

ワ
Y

は
慶
平
王
可

E
m
v
A
4
包
括

zddEMm
で
代
宗
の
即
位
前
の
王
械
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
勿
論
即
位
後
の
代
宗
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

第

三
に
シ
ェ
ム
チ
ュ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
氏
は
巴
E
M
m
n
r
g
(向
州
)

と
す
る
が
、

こ
れ
は
明
か
に
代
宗
の
蒙
庫
.
し
た
快
州
日以
b
p
H
M
M
f山

ruc
を
指

す
。
第
四
に
ジ
ナ
の
内
大
臣
ギ
ェ
ウ
口
γ
ケ
ン
は
営
時
侍
中
で
あ
っ
た
市
幹
卿

E
E
E
g
rょ
g
m
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。

ギ
ヱ
ウ
}
M
m
可
。
}
M
C

は

HVSAw-MZ
又
は

-
V
2
1
7
の
撲
と
思
わ
れ
る
が
リ
チ
ャ

1
ド
y

y
氏
の
-
ア
キ
ス
ト
一
再
仏
慨
を
期
待
し
た
い
の
口
内
の
チ
イ
ッ
ト
字
は
蛍
然
・
j
、

c
な
ど
漢
音
の
官
庁
ロ
の
丹
羽
に
嘗
る
文
字
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
口

第
五
は
ド
ン
カ
ン
は
滝
閥
月
三
時
可
山
口
、

ギ
カ

γ
は
向
州
の
東
の
武
闘

dよ
戸
戸

r，d
w
ロ

の
地
名
を
言
っ
て
い
る
と
思
う
が
、

回
。

rmwロ
の

rEH
は
チ

λ

ヘ
ッ
ト
字
で
は

rz山
口
と
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
も
リ
チ
ヤ

ー
ド
ソ

y
氏
の
-
ア
キ
ユ
ト
再
械
を
期
待
し
た
い
。
第
六
に
「
金
城
公
主
の
凡
弟
」
な
る
語
に
つ
い
て
は
、

ソ
チ
ャ

1
ド
ソ
ソ
氏
は
そ
の
諜
で
、

同
町
内

W
F
S
F
2
。
『
百

E
mの
任
問
。
D

(リ
3
5
N』
Nh

『
問
、

Q
b

と
述
べ

(
〉
出

R
F
・3
・U

H
)

ガ
ウ
ワ
ン
な
お
人
名
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
名
は
-
ア
キ
九
ト
の

方
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
仰
面
勝
減
の
た
め
漸
く
に
し
て
推
定
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
こ
れ
は
吐
蕃

に
よ
っ
て
皇
帝
に
立
て
ら
れ
た
慶
武
王
承
宏
を
指
し
て
お
り
、

彼
は
邪
王
守
穫
の
子
で
あ
る
か
ら
金
城
公
主
の
兄
弟
に
賞
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
碑
文
の
こ
の
行
は
彼
が
皇
帝
に
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
に
相
違
な
い
が
、

チ
ー
ヘ
ッ
ト
女
字
。

2
2
5
は
陀
層
、
武
王

}
q
h
F
ロ
mu守

σょ
c

叫
凡
蕃
の
長
安
伎
入
に
つ
い
『
に
(
佐
蒋
)

了1.

jL 



一

九

十

周

年

記

念

繭

集

IJLI 
，) 

]
戸

3.ω
口
問

か
ら
推
し
て
訂

E
さ
る
べ
き
文
字
で
あ
り
、

こ
れ
叉
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
氏
の
テ
キ
久
ト
の
再
仏
慨
を
期
待
し
た
い
。

参
考
の
た
め
編
年
記

の
長
安
侵
入
の
こ
と
を
記
し
た
文
を
あ
げ
る
と
3
4
Z
・勺・=年)、

菅
直
は
合
議
し
、

シ
ャ
ン
チ
ム
ギ
ェ

Y

シ
グ

ω
Z
D
E己
岡
山
口
出
品

3
-
N百
羽
ら
は
シ
ナ
の
城
寒
一
京
師

E
P
-
-
を
破
り
、

シ
ナ
の
君
主
グ

ヮ
ヅ
デ
ノ
ホ
ヮ
ン
テ
'
のヨ・
m
5
r
z
Y
5
1
ω
P
R
立
て
ら
れ
た
い
九

、，
i
!

、

と
去
り

。ZD
V
Z
}
M
E
D
R
で
廉
武
皇
帝
弓
E
m
d
m
p二
、
司
宮
町
立
の
一

の
名
を
寓
し
て
い
る
。

右
の
碑
文
に
よ
っ
て
こ
の
と
き
の
司
令
官
が
シ
ャ
ン
チ
ム
ギ
ェ

ww

シ
グ
シ
ュ
テ
ン
と
甘
ン
タ
グ
ラ

Y

コ
ゾ
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
が
、

年
代
記
虎
の
年
(
七
六
二
)
の
僚
に
は

(
S，ロ・勺・
2
)
、

シ
ャ
ン
ギ
ェ

Y

シ
グ

∞}
M
h
w
u
n
N
可
M
W
]
N

一mm、
d
H
Y
タ
ク
一
プ

回
}
。
口
出
品
川

wmmwm『

mw、
シ
ャ

Y

ト
ソ
ツ
ェ
ン

ωymwDmw
件。廿ユ
ωω
ロ、

シ
ャ
ン
ツ
ェ

γ

ワ

ω
E
P
E
Sロ
E
た
ち
は
京
師
穴
o
p
t

に
攻
撃
を
か
け
、

ケ
シ
・
刷
n
o
m
-
を
破
り
た
り
。

シ
ナ
君
主
は
逃
れ
、

シ
ナ
君
主
は
新
に
立

て
ら
れ
、
攻
撃
軍
は
引
上
げ
た
り
。

シ
ャ
ン
ギ
ェ

Y
シ
グ
は
大
曾
議
の
た
め
に
チ
。
ヘ
ッ
ト
に
行
き
た
り
。

と
あ
っ
て
、

完
全
に
事
賞
が
一
致
す
る
。

た
だ
年
代
記
の
文
は
七
六
二
年
(
費
腰
元
年
)
の
こ
と
と
し
て
長
安
占
領
を
漣
べ
る
が
、

そ
の
黙
は
課
、

り
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

Q

し
か
し
七
六
二
年
の
作
戦
の
結
末
は
嘗
然
翌
年
の
長
安
占
領
で
終
る
の
で
あ
る
か
ら
事
賓
中
心
に
見
れ
ば
こ
の

記
事
は
反
っ
て
吐
蕃
の
作
戦
の
一
貫
性
を
裏
よ
り
謹
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

_La 

ノ、

さ
て
長
安
を
撤
退
し
た
吐
蕃
は
西
方
鳳
朔
に
至
っ
た
が
、
節
度
使
の
孫
志
直
は
城
門
を
閉
じ
て
防
戦
に
努
め
た
。
数
日
し
て
鎮
西

(
H
安
阿
)

節
度
使
の
馬
瑛
が
河
西
よ
り
千
絵
騎
を
連
れ
て
困
難
に
赴
く
た
め
到
着
し
た
。

彼
は
城
中
に
入
っ
た
が
甲
を
脱
が
ず
、

暁
方
に
た
だ
一
騎
で
吐

審
の
軍
に
突
入
し
た
。
左
有
の
行
を
共
に
す
る
も
の
が
百
徐
噺
あ
り
、

猛
烈
に
突
撃
し
て
斬
獲
千
絵
を
作
て
引
上
げ
た
。

翌
日
吐
蕃
は
城
門
に



理
哩
哩

3424=君
主
コ
ヨ
ゴ
王
子
z

i

一手

三
一
宅
三
子

z
j
E
d
f
l
J
1空
言
J
7
考
古
車

i
i重
重
構

4

;

J
三

h
Z
1
d
i
E
4
1
3
i
-
4
詩
謀
議
五

迫
っ
て
挑
戦
し
た
が
、
馬
珠
は
吊
門
を
上
げ
さ
せ
、

そ
の
攻
撃
し
て
く
る
の
を
待
っ
た
。
吐
辞
は
そ
の
大
勝
さ
に
驚
き
、

反
っ
て
退
却
し
、

原、

曾
、
成
、
滑
の
諸
州
に
引
上
げ
て
行
っ
た
(
醤
簿
、
通
鑑
)
0

一
方
行
在
の
方
で
は
、
郭
子
儀
が
長
安
を
回
復
し
て
よ
り
程
元
振
に
卦
す
る
批
難
は
激
し
く
な
っ
た
が
、

程
一
克
振
も
諸
持
の
功
を
嫉
み
特
に

郭
子
儀
の
存
在
を
厭
っ
て
い
た
。
長
安
に
蹄
れ
ば
元
振
の
立
場
は
ま
す
ま
す
不
利
な
も
の
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
ら
、

彼
は
洛
陽
に

遜
都
す
る
こ
と
を
唱
導
し
代
宗
も
一
時
は
こ
れ
に
賛
成
し
た
。

し
か
し
郭
子
儀
が
熱
心
に
長
安
が
重
要
な
王
城
の
地
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
た

め
、
代
宗
は
再
び
長
安
に
帰
る
こ
と
を
決
意
し
た
(
新
醤
所
書
郭
子
儀
傭
)
。
車
駕
は
十
二
月
の
丁
亥
に
険
州
を
殺
し
甲
午
に
長
安
に
入
っ
て
、

こ
の

事
痩
は
ぴ
と
ま
ず
終
っ
た
が
、
唐
朝
が
郭
子
儀
を
は
じ
め
と
す
る
文
武
の
官
に
厚
く
行
賞
し
た
こ
と
は
一
一
d
う
ま
で
も
な
い
。

た
だ
気
の
毒
な
の

は
一
時
的
な
が
ら
天
子
と
さ
れ
た
慶
武
王
承
宏
で
遁
鑑
康
徳
元
年
十
二
月
の
僚
に
、

逃
躍
山
野
、

上
赦
不
株
。

と
あ
る
が
、
新
唐
書
巻
八
一

〔
代
宗
〕
詔
放
承
宏
子
華
州
、
死
。

二
宗
諸
子
列
倖
庚
武
王
承
宏
の
僚
に
は
、

と
あ
っ
て
、
長
安
で
終
り
を
完
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

吐
蕃
側
で
こ
の
作
戦
に
つ
い
て
論
功
行
賞
が
あ
っ
た
の
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
年
代
記
兎
の
年
(
じ
六
二
一
)
の
僚
に
は
(
ヨ
，
口
・
匂
・

2
)
、

チ
ゃ
ヘ
ッ
ト
闘
に
て
大
曾
議
行
な
わ
れ
、

大
ジ
ヤ

Y
刊

H

Y

ら
は
異
動
を
議
定
せ
り
。

(
A
)
大
論
ナ
プ
ジ
ェ

u
w
m
H
g
p
r乙
百
円
は
ケ
ケ

Y
の

書

Z
K
E
}
1
1
m
o
を
輿
え
ら
れ
、

〔
再
び
〕
大
論
に
お
か
れ
た
り
。
(

B

)

偉
大
な
る
シ
ャ
ソ
ギ
ェ

Y

シ
グ
は
ト

Y

コ
玉
の
書

m
d己
官

三
向
。
を
輿
え
ら
れ
、

ガ

Y
ジ
ム

y
g
m
R
吉
弘
司
自
己
ロ
の
都
競
を
許
さ
れ
て
賞
讃
せ
ら
れ
た
り
。

(

C

)

 

国}。ロ

r
r丘
町
】
N
h
w
p

は
大
論
に
さ
れ
、

ロ
ン
チ
プ
サ
Y

AfEι
の
り

ト
ン
ツ
ェ

y
m
g
D
再
包
ロ
は
ト
U
F

コ
玉
の
脊
を
輿
え
ら
れ
た
り
。
四
遁
守
護
の
軍
指
捧
官
に
は
勅
興
え
ら
れ
た
り
。

と
あ
り
、
編
年
記
宰
相
表
に
は
(
巴
吋
出
・
匂
・

5
5
、

此
審
の
長
安
侵
入
に
つ
レ
て
(
佐
藤
)

ー正
I'LJ 



五

十
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ギ
ェ
サ

γ
ド
γ
ツ
ア
プ

ω
C
O
N
S
一号

DEσ
批
難
せ
ら
れ
、

〈

a
)

バ
ー
の
ナ

γ
シ
ェ

Y
久

ヅ

ェ

ソ

ロ

Z
E
∞E
P
ケ
己
百
『

N
C

寸同・

3
E
M

〔
大
論
と
〕
な
れ
り
。
そ
の
後
(

C

)

ゴ
ェ
の
チ
プ
サ
ン
ヤ
プ
ラ

Z
m
g
}
Q
E
V
S
D

ヨσ
一
兵
〔
大
論
と
〕
な
れ
り
。
そ
の
後

(

b

)

チ

ム
の
シ
ャ

γ
ギ
ェ

Y
γ

グ
ジ
ュ
ア
ン

V
H
n
}岡
山
口
戸

ω

∞-MmwD
『

m可
ω
-
N一向
ω
m
u
c

件。D
〔
大
論
と
〕
な
れ
り
。

そ
れ
よ
り
ゲ

y
-
ブ
ム
の
タ
グ
ラ

Y

ゴ

ン'

Z
S
F
H
M
M
ω
E
m
m
m
E
E
C
m
。P
門
大
論
と
〕
な
れ
り
。

と
あ
り
、

ギ
ェ
サ
ン
ド

y
吋
/
ア
プ
は
バ

Y
ド
ン
ツ
ア
プ
の
こ
と
で
、
彼
が
陰
謀
の
た
め
失
脚
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
こ
こ
で
は
問
題

声

L

、守、、

ナ
句
し
・
刀

こ
の
表
で
見
る
と
そ
の
後
の
宰
相
は

A
H
a
、
R
H
b
、
C

H

C

で
す
べ
て
長
安
遠
征
に
閲
す
る
功
傍
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
年

代
記
に
は
タ
グ
一
フ
U
Y

コ

γ
の
行
賞
は
出
て
い
な
い
が
、

こ
れ
も
前
述
の
ご
と
く
ポ
タ
ラ
碑
文

S
一
由
に
は
司
令
官
の
一
人
と
し
て
明
記
が
あ
り
、

N
面
に
は
園
家
の
功
努
者
と
し
て
非
常
な
厚
活
を
ツ
ェ
ン
ポ
よ
り
輿
え
ら
れ
た
こ
と
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
尤
も
碑
文
に
記
さ
れ
た
功
緒
、
は
、

彼
が
生
涯
を
通
じ
て
の
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
勿
論
長
安
法
侃
の
功
は
賞
然
大
き
く
合
ま
れ
て
い
る
。
漢
文
史
料
の
馬
章
一
実
は

彼
此
針
照
す
る
と
、

こ
の
タ
グ
一
フ

Y

コ

γ
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
比
定
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

な
お
郭
子
儀
軍
の
長
安
問
復
後
も
寅
は
庇
と
吐
蕃
と
の
聞
に
は
戦
闘
が
縫
織
し
、
局
面
の
安
定
に
は
若
干
の
時
日
が
費
さ
れ
た
の

し
か
し
紙

敷
の
関
係
で
そ
の
経
過
は
突
の
機
曾
に
更
め
て
論
述
し
た
い
。

た
だ
こ
の
際
、
最
後
に
残
る
疑
問
は
何
故
に
か
く
も
容
易
に
吐
蕃
が
長
安
に
佼

入
し
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
勿
論
安
級
山
の
飢
の
た
め
商
北
迭
の
防
備
兵
が
東
方
に
特
進
し
た
と
一
一
日
う
事
情
は
大
き
な

理
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
外
に
唐
の
朝
任
内
部
に
も
重
要
な
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
口
賞
時
朝
廷
で
は
程
一
冗

振
が
権
力
を
事
ら
に
し
、
軍
将
の
天
子
へ
の
連
絡
を
し
ば
し
ば
妨
げ
た
こ
と
は
二
三
例
を
あ
げ
た
が
、

こ
れ
は
曜
に
郭
子
儀
軍
の
場
合
の
み
で

な
か
っ
た
。
新
庶
害
者
一
.
ハ
七
程
一
花
振
停
に
は
、

京
市
瑛
等
上
持
、

〔
袈
〕
晶
、

〔
李
〕
光
則
元
勲
収
沫
斥
、
戎
不
自
省
、

方
帥
係
自
疋
撚
解
、
鹿
徳
初
、
吐
蕃
、
党
項
内
伎
、
招
集
一
大
下
兵
、

無
一
士
奔
命
者
。



司
望
書
喜
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司
君
事
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主
主
一
ミ
一
ュ

弘
-
一
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一
圭
一

z
f
i
-
-
z一手
f
f
4」三ヨ三三一
E
d
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-
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3
1
4
J

i

f

z

z

一考

4

号

5

4

e

と
あ
り
、
奮
唐
書
巻
-
八
四

程
元
振
停
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

通
鑑
は
長
安
回
復
の
後
に
記
し
て
一
一
-
一
口
う
じ

牒
騎
大
将
軍
判
元
帥
行
軍
司
馬
程
一
冗
振
事
機
自
怒
、

人
畏
之
甚
於
李
輔
閥
、

諸
特
有
大
功
者
、

克
一
被
皆
忌
嫉
欲
害
之
、
吐
蕃
入
歳
、

五
一
恢

不
以
時
奏
、

致
上
狼
狽
出
幸
、

上
後
詔
徴
諸
道
丘
ハ
、
李
光
例
等
皆
忌
元
振
居
中
、
甘
特
有
王
者
、

中
外
戚
切
歯
而
莫
敢
後
一
言
。

程
元
振
は
太
常
博
士
柳
侃
ら
の
弾
劾
に
よ
っ
て
十
一
月
に
は
官
鮮
を
削
ら
れ
追
放
慮
分
に
付
さ
れ
た
。
結
局
長
安
失
陥
と

J

一-H
う
事
件
は
、

官
者
に
よ
っ
て
軍
令
系
統
が
素
飢
さ
れ
、

閥
家
の
大
事
に
軍
隊
が
集
結
し
な
か
っ
た
と
一
一
」
口
う
こ
と
が
直
接
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

事
賞
間
も
な
く

吐
蕃
は
再
び
長
安
に
迫
っ
た
が
、

こ
の
と
き
は
諸
将
の
一
致
し
た
努
力
に
よ
り
、

悪
戦
苦
闘
の
結
果
で
は
あ
っ
た
が
、

と
に
か
く
首
都
の
地
域

に
は
彼
等
の
足
を
踏
入
れ
さ
せ
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
連
の
こ
れ
ら
の
事
件
が
い
た
ず
ら
に
丙
北
異
民
肢
の
成
帝
闘
に
射
す
る
戦
侮
の
念
を
招

き
そ
の
活
動
を
刺
激
し
た
}
」
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

少
く
と
も
長
安
の
失
陥
は
安
旅
山
の
飢
に
つ
い
で
世
界
帝
闘
が
明
か
に
そ

の
全
盛
期
を
過
ぎ
、
衰
退
過
程
に
入
っ
た
こ
と
を
我
我
に
如
貨
に
一
不
す
重
要
な
歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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円
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の
ち
に
述
べ
る
ご
と
く
高
臨
は
淫
州
刺
史
で
吐
蕃
に
降
り
、
彼
等
の
先
濡
を
勤
め

拙
稿
「
金
城
公
主
の
ス
臓
に
つ
い
て
」
(
下
)
史
林

一
九
五
六
年
第
附
披
六
六
頁
。

て
長
安
城
を
占
領
さ
せ
た
。
王
位
に
即
け
ら
れ
た
の
は
鹿
武
王
承
宏
で
、
唐
軍
の
首

(7) 

前
摘
論
文
(
上
)
呪
林

-
九
五
六
年
第
一
蹴
七
七
頁
参
照
ω

都
回
復
後
は
華
州
に
遁
わ
れ
た
。
高
聞
は
溜
闘
で
唐
の
将
軍
に
殺
さ
れ
た
が
、
承
宏

(8) 

一
九
一
九
六
年
第
川
誠
仁
川
頁
参
照

u

は
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
テ
プ
ゴ
シ
の
こ
の
文
は
二
人
の
事
跡
を
混
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回
情
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白
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戸
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ロ
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町
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市
山

WHW
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同
し
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と
思
わ
れ
る
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一
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円
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M
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城
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八
頁
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(.1) (3) 

F
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2・
ha--王
宮
a
g
A
官

g
g
p
〉
宅
金
色
何
回
F

呂
町
w

匂
・
口
叶

ω
|日
中
・

Hwzmym-rω-J〈
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H
Z
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q
E閉ざ
q
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E
-
F
3
E
2
5
2
r
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拙
稿
「
女
閣
と
蘇
慨
」
東
洋
史
研
究

一
土
思
簡
は
高
麗
人
で
、
耳
阿
倍
鞠
の
細
川
街
と
な
っ
て
天
費
七
載
の
針
吐
蕃
作
職
に
参

加
L
、
石
盤
械
攻
略
に
功
を
立
て
た
ω

そ
の
故
を
以
て
関
西
兵
馬
使
縁
地
問
源
軍
使
と

な
り
、
観
の
勃
授
と
と
も
に
油
開
方
面
に
赴
い
た
の
で
あ
る
(
嘗
所
書
記
官
.
一

-U

(1司

』
同
〉
m
b

・H

∞∞。・

(5) 

拙
稿
「
西
臓
文
献
の
史
料
的
債
値

l
l吐
蕃
王
統
諭
を
巾
心
と
し
て

l
l」
(
下
)

耽
審
の
長
山
古
川
氏
入
に
つ
い
て
(
佐
藤
)

了L
I'L) 

4甲

子



五

十

周

午

記

念

論

集

王
思
組
俸
)
。

(13) 

た
だ
し
こ
の
こ
と
が
賀
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
頗
る
疑
わ
し
い
。
新
府
書
巻
一
四

七
玉
思
組
俸
に
は
油
開
失
陥
の
後
、
彼
が
呂
崇
賞
、
李
承
光
ら
と
と
も
西
走
し
行
在

に
至
っ
た
が
、
粛
宗
は
そ
の
責
任
を
問
い
皆
斬
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
玉
思
鵡
の
み

は
宰
相
房
靖
の
聾
力
で
助
け
ら
れ
、

尋
副
房
培
、
職
便
橋
不
利
、
更
矯
関
内
行
管
節
度
河
西
鴎
右
伊
西
行
管
兵
馬
使
、

守
武
功
。

で
あ
っ
た
と
俸
え
る
か
ら
、
彼
が
河
西
、
隣
右
に
直
に
赴
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
。
本
文
に
述
べ
る
ご
と
く
至
徳
元
載
六
月
に
は
早
く
も
別
人
が
そ
れ
ぞ
れ
河
閥
、

融
制
右
の
節
度
使
と
さ
れ
て
い
る
。

(t，t) 

リ
チ
ャ
1
ド
ツ
シ
氏
の
チ
ベ
ッ
ト
文
の
テ
キ
ス
ト
で
は

44HHP

に
】

Z
D
が
首
て

で
あ
る
が
(
〉
回
目
、
・
匂
・
同
∞
)
、
氏
の
語
文
に
は

4
4
S
と
ロ

1
マ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い

る
か
ら
(
〉
出
何
回
k

℃
・
日
)
テ
キ
ス
ト
の
字
は
誤
植
と
見
な
し
た
い
。

05) 

右
と
同
じ
く
テ
キ
ス
ト
に
は

-Eひ
と
あ
る
が
、
や
は
り

4
3訟
の
誤
植
と
見
な
す
。

(lG) 

粛
宗
は
上
元
二
年
九
月
に
は
詔
を
下
し
て
自
ら
を
責
め
、
寧
披
を
や
め
て
た
だ
皐
.

帝
と
構
し
、
年
披
の
上
元
も
と
っ
て
年
撒
の
み
を
言
う
こ
と
に
し
た
が
、

一
般
に
は

孝
感
皇
帝
で
呼
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

(目)

感

E
E
が

MVE
で
嬬
さ
れ
て
い
る
の
は
理
解
し
が
た
い
。
恐
ら
く
碑
文
で
チ
ベ

ッ
ト
字

E
の
上
に

m 

を
一
示
す
圏
馳

E
&
宮
叫
が
あ
る
の
を
、
字
形
の
穎
似
か

内り

i

母
菅
符
披

m仲
間
ロ

と
す
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト

と
誤
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

字
は

E
E
で
完
全
に
「
感
」
字
を
捕
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
リ
チ
ャ

ー
ド
ソ

γ
氏
の
テ
キ
ス
ト
再
検
を
期
待
し
た
い
。

万
四
凶

制

原
文
内
戸
3
2
D
門
戸
E
D
明
言
、
ト
1
マ
ス
氏

明
-
J
d
r
J
1
H
J
H
3
ロ戸
HH凶

H .. 

門戸円作詞‘
H
H
m
円。
ρ
同

ω) 
ロ
平
2
d
p
と
す
る
が
、
い
ま
本
文
の
ご
と
く
識
す
。

康
徳
二
年
の
五
月
に
卒
之
芳
は
漸
く
許
さ
れ
て
本
図
へ
蹄
る
こ
と
を
得
た
(
新
穂
町

俸
)

u

白砂

奮
俸
に
は
吐
蕃
は
「
龍
光
よ
り
渡
っ
て
東
す
」
と
あ
F
Q
。

(:tJ) 

険
西
省
監
国
燃
の
東
南
:
一
十
旦
に
藍
間
山
が
あ
り
、

名
五
山
L
与
一
一
口
う
か
ら
一
七
山

路
は
そ
の
付
近
を
通
る
遁
で
あ
ろ
う
。

{均

同

s
t
に
つ
い
て
リ
チ
ャ

l
ド
ソ
シ
氏
は
「
長
安
が
何
故
チ
ベ
ッ
ト
語
の
ケ
シ
シ

に
な
る
の
か
明
か
で
な
い
」

と
雷
同
っ
て
い
る
が

(
〉
国
肘
岡
、
・
℃
・
民
)
、
疑
い
も
な
く

「
京
師
」

E
g
m
包
の
菅
揮
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
曾
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

(
拙
楠
「
西
蔵
文
献
の
史
料
的
債
値
」

(
下
)
東
洋
史
研
究

_.. 
ノ、

第
十
一
巻
二
披

二
頁
註
⑪
)
。

(2$ 

F
P
P

は
側
同
と
同
じ
く
字
形
の
類
似
に
よ
り
生
じ
た

4
4
h
H
P

の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

〔
略
悟
襲
〕

新
俸

l
新
唐
書
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一
一
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六
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、
吐
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上
・
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